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第 3回検討会資料からの修正部分 :

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方

についての今後の議論の進め方及び具体的方向 (修正案)

I 今後の議論の進め

1 基本的な考え方

○ 必要な人に必要なサービスを安全に提供することを基本とする。

Q_三行為墜関する劇 醒 本的考え方の塑 を征ユ圭ユ空議詢 担 当検ユ金Ω

`褒

難■墜在Kュ _現資の応Lり五 Q主至、_関連の腐 激 と踏主えさ_年m■ i
二在柱吐呈L主時期11観をQttQ_

Q_二在検討史の具盤 と現行Ω医蔓塗劃ヒ型 L2LttKlさ全_I即守」議」』吐紙
2ととユ至あるが。_二贈立と、_議論空行うん2と主登Q_

主として考慮すべき事項

Q__現行の豊 麦L阻きE論1=よ」と運星ΩI玉堡hれ【L全る■_とol至責空_く」狂登生
ど不型埜生変更が生=墨_、とユ士分11配慮する。

Q_」住護量Iビス身粋 務とLK実腫 ここととす登空ど。_二髪]F塾彗麦性阻
姉 E住ユ企謹      セ塗的空盃安定な饉澄L、 _墨わ賛I全_介護職員笠
fttL遇彙覆董墜資豆を鋭力亜1で魔犠金と進める。

Q_二全性Ω確保lIP上」 主、_医整史医療の枷 Lゝttiちうん。_劉J童2視貞
雌 的生観点から

・
盤
・

責登仕組み」I盛.位ゃヽ _≧立う2_そのジ槍ヒ塗重皿
聾 L対立登教育_1』は ■左L2LttK・♪_菫 多数の費圭羮象上■_4安
飢 と模婆と立登ハ _持襲 と対象とする卵 主これ≧区別上I聖Lり扱■立
2と主登Q_

○ なお、医療 口介護サービス、その連携全… 酬等のあり方など関連する事項に
ついては、所管の審議会等での議論が必要であるが、当検討会としても、引き
続き、意見交換を行い、必要に応じて提言を行うこととする。



I 制度の在 り方の具体的方

1 対象とする範囲について

(1)介護職員等が実施できる行為の範囲

○ これまで運用により許容されていた範囲が縮小されないよう配慮するとと

もに、制度の迅速な実施を実現する観点から、まずは、これまで運用により

許容されてきた範囲を制度の対象とする。

・ たんの吸引 (口 腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

* 口腔内については、咽頭の手前までを限度とする。
・ 経管栄養 (胃 ろう、腸ろう、経鼻)

* 胃ろう・腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確

認は、看護職員が行う。

○ 上記の整理は、将来的な対象行為の範囲の拡大の道を開ざすものではない。

○ 上記の範囲の行為であつても、ターミナル期であることや状態像の変化等

により介護職員等が実施することに適さない事例もあることから、介護職員

等が実施可能かどうかについては、個別に、医師が判断するものとする。

(2)実施可能である介護職員等の範囲

○ 一定の追加的な研修を修了した介護職員等 (介護福祉士、訪間介護員、保

育士その他の介護職員とし、特別支援学校にあっては教員を含み得るものと

する。)と する。

(3)実施可能である場所等の範囲

○ 一定のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケアができない施設等と

して、以下を対象とする。
・ 介護関係施設 (特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、

有料老人ホーム等)

・ 障害者支援施設等 (通所施設及びケアホームを含み、医療機関である

場合を除く。)

○ 特別支援学校についても、なお検討を進める。

○ いずれの場合についても、医療職と介護職等の適切な連携・協働が可能な

場合に認めることとする。

○ 在宅においても、医療職と介護職等の適切な連携・協働が可能な訪間介護

事業所 (訪間看護事業所と連携・協働する盤 を含登Q_)_が実施できるもの

とする。
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2 安全確保措置について

(1)医師・看護職量と介護職員等との連携体制の確保等の要件について

○ 現行の運用による対応も踏まえ、下記のような要件を設定する方向で検討
する。

日 本人・家族の同意
・ 医療職との適切な役割分担、継続的な連携・協働
・ 関係者による連携体制の整備
・ マニュアル・記録の整備
・ 緊急時対応の手順、訓練の実施等

○ 施設や研修等の監督、サービス提供体制の整備など、行政の関与のあり方
についても引き続き議論を行う。

(2)教育・研修の在り方について

○ 介護福祉士を含め、一定の追加的研修等を行つた者に限り認めるものとす
る。

○ 教育・研修については、基本研修及び実地研修とし、実地研修については

可能な限り施設、在宅等の現場で行うものとする。■ぬ ゴゝ通期麓菫製医療施

調 ■凝L≧【、_実地』2と往■■とi可能上J=伍 _

〇 ケアの安全性を前提とし、現場で対応可能なカリキュラムとする。

○ 知識・技術の修得には個人差があることを考慮し、研修効果の評価を行い、

評価結果を踏まえ必要な対応を行うものとする。

Q_二磁 豊 馳 ゆ 童たヽ‐ 聟 嗜 安剣壕 鰐 空 生髯述 、‖ 皇 塞 鐘 豊 裂 載

街 墜二れ上区別―しm生 扱i上のとする。

○ 教育・研修については、介護職員等の既存の教育・研修歴等を考慮するこ

とができるものとする。

3 試行事業について

○ 上記の制度のあり方の具体的方向等を踏まえ、不雌 多数の鐵 と
し__■と、量 行妻業上_し【_と

LJ慎重童対応理 とQ観点変■全_別添資料の
とおりする。

Q_旦体的盤制度全」衛証」吸修の墨旦方1=創
=■

睦、_試資蔓業の鋤 立踏
:まえし、_夏ヒ検討圭

`言

う_。__
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(別紙 )

_In負以萎露麹Lとの盟連Ω整理にユ L〕二

_【当検討全で嘘 亡 稟並の主間艶崖:墨駐_

現行Ω医≡錯慶堕び関連蔓菫Ω取扱里

○ 医師法第 17条は、医師でなけれ|ざ_f医畔■圭二 L■墜査ら空主ヒJ工 L■
atJ_._厚生労働貧斐ル」 主ゝ __[医業」_上 1さ。_」箋Й往左左行ユ墜当た_bJ♪_fttQ
医学的判断及び技撻た■_2■■うΩ歪空」士聾 二ヽ L危賽を及1■しュヌ」よ危豊
を及ぼすおそれのある行為 (医行為)_空。_反銀 登童墨空

・
⊇工
・

つ_■と
で二 &≧解_L玉いるp__qりこ」_■年二月■■_耽位吐__医政局脚 __

Q__主た,_保鰹 ¨ 責護師錯勢LO_」 _条 lJIゝ _養護rttr二吐在ビ_[診療のJ撻姐
行為を行うことを業としてはならなし、と規定上K上生、_養護」ヽ登堡_■医行為
J主 _1診療Ωきさn_J_鶴豊位置」」上られ生上の上磐田Lさ上 KLttXp―

○ 判例 口学説においても、上記と同様11解 されており、_医師塗第_1_■餐笠Q貨
景にある無資格者による医業を規制する上の趣旨」騒れ空登艶医艶 I菫登璧
察的規制)か ら、行為の危険性についKlよ全_謳明叫 E対立ん具m■
はなく、抽象的危険でも規制の理由とするに足りるとされている。

Q_上と、理 塾 lll」拠 動 量

"空
星重豊咆匙蔓 三0議鍾型節確

童ゴ_、 _安全性空確保す

“

Q教育_1堕墜圭翻 ■堕企必要があるF‐を_1医

行為でない行為」 と整理することはできない。

(注) 平成17年 7月 26日付けΩ医̈ 墜 ―ヽ医行為歪ない斐主乙
られるものを列挙した上で、二定のIJ躍狐聾Ш奥髪往われ登二上が望ま
しいとしているが、これはあ■まで解興 と生、―塗的盤制難 よゝ
4た い。

Q__また、_医行為1=pttX■二重」_養護師塑分の働 往ヽi二とができる_ことと■
」登場合L墜、_医行為のI玉と、_医甑の1旨墨のI」ゴ■■■生が至壺る国塚資桂と
設けることとされてきた。 (例 :救急救命士 )

Q__在お、_■れ主で、_当画の士童埜F秘 要生措置_(実質的豊著JJ型義Lと _とし■、
建 」登別養護考人養‐A」生別真援皇埜1=おど≦■_全護職員隻が上興 L

等のうちの一定の行為を実施することが認められてきた2_LかL資燿_生 _■■
した対応については、法的に不安定である。コ 主在ニム全ルパ螂 と
_墜■位置づ壁られImLヒ■と生ど圭理塵上_L■、二企護職員隻が行為の実施ヒ
当たつて不安を感じている、グループ奏I塾二碑 左

=ム
や障害童支援旭
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競 ヒ葵Ll【墜対応rf二堕在L≧隻Ω課帥 血これ二Lさ んp―

現在検討史の襲 Q位置ゴ堂

Q__盪望塑 _31_」]駒k製 内、_気宣笙塾二 堕壁E2_._経営盤 _⊆邑登ユ、_
湯う■._経臭2_墜全_医身型 l断及び技術圭_tJρK■_登Q■在曼れ1ざ人体」■危豊
:乞及曖■お孟れのある鶴 晏該当支ん■の上二え登在、_現行

…

ま二医征
劇」Й当す登上解壺墜■__

_■ユ __たとの収]_」岬鵬 と_豊 2LttK」型興襲Q■■主至空限鳳 _眉 ■̈■」_

湯全ユQ状態確認全_雛 宣左養Ω量ュIJttQ確 認健責護毀
員がイテう。

_じ』立__量担崚蓮壺A杢二墨 壷 囁銀郵鋼唄上金調聞諏喚堅担墨 立
工2在ユ左墜関する離 1_L葵 LttK■全_上44塑ヒヨ1_(貝腔内)_及び
経管栄養_(買ろ豊⊇_… ■あ登二上を壼m■蓑誼主れた上二ぅ__

Q__そQ_L歪ミッ ■″菫此囃 2嬢亜睦■つ上め曼墜、_二れらΩ行盪 1医行
為であることを前握に、__これまでの違法性阻却論による対応で1ま な_く、■整備
1■墨登対座上支登三■■浬 ■あ登。_

_1_」蜂理生人1型憂襲仁■■ビ丞産安全」J壼慶■登観点変らぃ」左≦_企護施設隻
1■n堕二髪基する加 ■検討立0二止p――C現制」_tll度改襲 」■こ対処左針
_CD文22年■月_1_8_B提善壺りU菫))

_1__ゴ窒責」̈研修全_」劉興性とQ適切空資ヨ晩寝1._継続的な愛襲珪lJ麹笠Ω安全
確保措置を徹底すること。_

_1__全護Й=ビス業 Q表売上上I証 全員と上する
・

文k現行Ω違法
l釘墜なl諭墜銭豊介藁 笠Q盃安や

…

安定空3馨 2自上♪_」髪ht【、_企
銀 笠Q処遇改ヨ 難 登iQとすること。

Q__iQ際、_従来の基群リユ統吐工至墜、_医行為庭主とL■行立責璧。_医療安全確保
醜 か豊、印 難 ―登回家資猪諸■隻雹護自11=あ2K墜郵踵勢虜勢E葺姐 と
J」貿定■登とL〕壷形で雌 L■童た上二多Ittaを、、二今回Ω措置の基詢畦 Q
査り」左L2LIKはさ_`逢粗2整理と異空●以下の点在左虚L22,_当捻封全lia
区 _]L責続童議論LI上メ_こ≧と支登p…

_1__■鎌 施設蒙墜嫁上 _L、 重 α製狂塾L蜘 饉聾望茫立登q―

_1_´ 豊類責」亜産修1=⊇上ヽ■壺、_盃撻 多J如2聾曖
=対

象とする』豊金J髪コ員姿上上
2■_地 壺勢鯵上壺錢造 墜二れ上堅冽彙ガ■取ユ扱ip―

_1__医療職上の申 唆 担笙―継‥ 」_協働等の重重当鮨医Qための
条件を付す。

_1__1■識」_技」奥⊇評」耐よ、1排要望空行立医』艶卿υびFl■豊Ωと支るp一

_二 重 為Ω実施1=⊇区 _睦、_厘則上上三ζ:ゴ4ヽJを、_」 _家族の同意を里 登立のとす
ことと豊豊、_患童■塑型証皿 員側の知壺れ」寝征_L/全 2レ等空黄量 L、 _但31墜

師 ±ヽ1断立る■の上立生 _
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介護職員によるたんの吸引等の試行事業 (案 )の概要

※ 試行事業の実施にあたっては、基本的内容について検討会で御議論いただいた上で、具体的なテキスト作成、評価①評価②の基準、実地研修の実
施方法等については、検討会から大島座長、内田委員、太田委員、川崎委員、川村委員にアドバイザーをお願いする。

※ 指導者講習は老人保健健康増進等事業で実施、基本研修及び実地研修は介護サービス指導者等養成研修等事業及び障害保健福祉部保健福祉調
査委託費で実施。

キ旨輔 講 |

厚生 労働 省
(民間の研修機関
に事務委託)

●指導者講習において、

基本研修で講師となる医
師・看護師や実地研修
の指導看護師を養成。

●講習期間は1日 間程度
●講習内容は指導のポイ
ント・評価基準等

研修事業実施団体
(公募6団体程度)

施設・在宅等
(所要の要件を満たすものに限る)

利用者

※ 要件を満たす場合は、
自施設において実地研
修を行うことも可能。

介護職 員
(6団 体120人程度)

●研修事業実施団体は公募
●講義は50時間

●演習 (シミュレーターを活用):救急
蘇生 1回以上、たんの吸引5回 以
上 (「 口腔」・「鼻腔」。「気管カニューレ内部」
のそれぞれごとに、5回以上)、 経管栄養
5回 以上 (「 胃ろう。腸ろう」。「経鼻」のそれ
ぞれごとに、5回以上)

●基本研修を受講する介護職員は
計 120人程度

*st 1,8 rElifi

●たんの吸引の実地研修:口 腔10回以上ミ
鼻腔20回 以上、気管カニューレ内部20
回以上

●経管栄養の実地研修 :胃 ろう。腸ろう20
回以上、経鼻20回以上

●実地研修は40か所程度で実施し、各施
設・在宅事業所等で3人程度の介護職
員を受入

平1成23年 1月 日途 :



試行事業における研修カリキュラム (案 )のイメージ図

※たんの吸引の演習は、「口腔」。「鼻腔」・「気管カニューレ
内部」のそれぞれごとにt5回以上実施する。

※経管栄養の演習は、「胃ろう。腸ろう」「経鼻」のそれぞれご
とに、5回以上実施する。

※救急蘇生法演習(1回以上)も必要。
※シミュレーターが必要。

#実地研修を実施する際に必要とされる基本要件
①組織的対応を理解の上、介護職員等が実地研修を行うことについて

書面による同意

②医師から指導看護師に対する書面による当該行為の指示
③指導看護師の具体的な指導
④患者(利用者)ごとの個別計画の作成
⑤マニュアルの整備
⑥関係者による連携体制の確保

実地研修

施設、在宅等における実地経験の回数

※実地研修を実施する施設・在宅等は基本要件 (#)を満た
すことが必要。

⑦指示書や実施記録の作成・保管
③緊急時対応の手順、訓練の実施
⑨たんの吸引及び経管栄養の対象となる患者が適当数入所又は利用している
⑩介護職員を受け入れる場合には、介護職員数名につき指導看護師が1名以上配置
①介護職員を指導する指導看護師は臨床等での実務経験を3年以上有し、指導者講

習を受講している



試行事業における研修カリキュラム(案 )

※1たんの吸引の演習は、「口腔」。「鼻腔」。「気管カニューレ内部」のそれぞれごとに、5回 以上実施する。
※2経管栄養の演習は、「胃ろう・腸ろう」・「経鼻」のそれぞれごとに、5回以上実施する。

カリキュラム (項 目) たんの吸引 経管栄姜
たんの吸引,

経営業姜

基
本
研
修

総論 4 4 4

呼吸器系 4 4 』

消化器系 4 4 」

12 12 12

②讚齢春及び申書者の
'疾

":障

害等に関する知識
高齢者が罹りやすい疾患 2 2 2

障害児・者の代表的な疾患と障害 2 2 2

排痰ケアt体位保持、日腔ケア、喋下訓練等 2 2
う
乙

6 6 6

Э清潔保持と感染症対策
感染症 2 2 2

滅菌・消毒についての知識 3 3 3

5 5 5

④安全管理とリスクマネジメント

医療安全 (保健医療に関する制度) 4 4 4

急変・事故発生時の対応 4 4 4

救急蘇生法 2 2 2

10 10

たんの吸引に目する知臓1技術
喀痰を生じる疾患・病態 つ

０ 0 3

たんの吸引に関する知識 5 0 貫
υ

8 0 8

0饉InIに関する知臓11技術
経管栄養が必要となる疾患・病態 G 3 3

経管栄養に関する知識 0 5
〓
υ

0 8 8

0人間と社会
人間の尊厳と自立

1 1 1医療の倫理

高齢者・障害者の権利擁護

1 1 1

講薔
―
の合計 4, 42 50

③演習|

救急蘇生法演習 1回 以上 1回 以上 1回 以上

たんの吸引に関する技術の習得(急変時の対応含む) 5回 以上 (※ 1) 5回 以上 (※ 1)

経管栄養に関する技術の習得(急変時の対応含む) 5回 以上 (※ 2) 5回 以上 (※ 2)

典
地
研
修

Э実地研修|

たんの吸引(口 腔)見学以外の実地経験 10回 以上 10回 以上

たんの吸引(鼻腔)見学以外の実地経験 20回 以上 20回 以上

たんの吸引(気管カニューレ内部)見学以外の実地経験 20回 以上 20回 以上

経管栄養 (胃 ろう。腸ろう)見学以外の実地経験 20回 以上 20回 以上

経管栄養 (経鼻)見学以外の実地経験 20回以上 20回 以上



第1回検討会提出資料抜粋 (参考)

准看護師の受験資格を得るための教育課程のカリキュラム

|1鋼|||

基
礎
科

‐目

国語 35 35

外国語 35 35

その他 35 35

専
一門
一基
一礎

．科
・Ｉ
・

人体の仕組みと働き 105 105

食生活と栄養 35 35

薬物と看護 35 35

疾病の成り立ち 70 70

感染と予防 35 35

看護と倫理 35 35

患者の心理 35 35

保健医療福祉の仕組み
35 35

看護と法律

※1准 看護師学校 口養成所への入学は中卒以上等の者が対象
`

※2教 育課程は2年以上のカリキュラムとされている。

※3演 習及び校内実習は講義に含まれる。

1義欄 ‐
続静it撃●1,

轟騨翻II凛

鰈

専
門
科
目

基 楚看護 315 315

看護概論 35 35

基礎看護技術 210 210

臨床看護概論 70 70

成人看護
210 210

老年看護

母子看護 70 70

精神看護 70 70

臨 地実習 735 735

基礎看護 210 210

1成人看護

1老年看護
385 385

母子看護 70 70

精神看護 70 70

■合計| 蠅
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介護職員によるたんの吸引等の試行事業について (案 )

1 趣旨

これまで、当面のやむを得ない必要な措置 (実質的違法性阻却)と して、在宅・特

別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養のう

ちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきた。

しか しながら、在宅や、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、

有料老人ホーム、障害者 (児 )施設等において医療的なケアに対するニーズが高まっ

ている状況に対応するため、看護職員と介護職員等が連携・協働 して、利用者にとっ

て安心。安全なケアを提供するための方策について検討する必要がある。

このため、厚生労働省では、平成 22年 7月 から「介護職員等によるたんの吸引等

の実施のための制度の在 り方に関する検討会」 (座長 :大島伸一独立行政法人国立長

寿医療研究センター総長。以下「検討会」という。)を 開催 し、介護職員等が、医師・

看護職員との連携・協力の下に、たんの吸引や経管栄養を行 うことについて、法制度

の在 り方、適切な実施のために必要な研修の在 り方、試行的に行う場合の事業の在 り

方について検討を行つているところである。今回、その議論を踏まえ、一定の研修の

修了や、医師・看護職員と介護職員等との連携・協働等の条件の下で試行事業を実施

し、研修の効果や医療安全の確保などについて検証を行うこととしたものである。

本試行事業は、こうした観点から、在宅、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、

グループホーム、有料老人ホーム、障害者 (児)施設等における看護職員と介護職員等

の連携によるケアの在 り方に関 して、研修カリキュラム、方法及び評価、医療安全の

確保等の検証を行い、検討会に報告することとしている。

2 試行事業について

(1)試行事業において、介護職員が行 うことが許容される医行為の範囲

・ たんの吸引 (口 腔内、鼻腔内、気管カニュー レ内部 )

※ 口腔内については、咽頭の手前までを限度とする。

・ 経管栄養 (胃 ろう、腸ろう、経鼻 )

※ 胃ろう・腸ろうによる経管栄養については、胃ろう・腸ろうの状態に問題

がないことの確認は看護職員が 1日 1回 以上行うものとする。

※ 経鼻経管栄養については、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されている

ことの確認は看護職員が行 うこととする。



(2)実施主体及び費用負担等

① 試行事業実施主体

要件を満たした研修事業実施団体 (以下「実施団体」という。)を 5～ 10団

体程度を公募し、選ばれた実施団体が試行事業を実施する。

② 実施団体の要件

以下のア～工の要件を満たす団体とする。

ア 指導者講習を受け、基本研修において介護職員に講義・演習を行う医師又

は看護師を4人程度推薦できること。

イ 基本研修・実地研修・ケアの試行に参加し、協力できる介護職員20人程

度を推薦できること。

ウ イで推薦を受けた介護職員は基本研修・実地研修・ケアの試行における検

証に要する業務が実施できること。

工 実地研修を実
‐
施する施設・在宅等を推薦できること。

③ 実地研修の対象となる施設・在宅等とその要件

以下の要件を満たす特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、

グループホーム、障害者 (児)施設等 (医療施設を除く)、 訪間介護事業者 (在宅)、

でできる限り行うこととする。

ア 利用者本人とその家族が実地研修の実施に協力できること。

イ 医療、介護等の関係者による連携体制があること。

ウ 実地研修を受ける介護職員を受け入れる際、実地研修の場において介護職

員を指導する看護師 (以下「指導看護師」という。)について、介護職員数名

につき、 1人以上の配置が可能であること (訪間介護事業所にあつては、訪

問看護事業所と連携の上、実地研修の場において指導看護師について、介護

職員数名につき、 1人以上の確保が可能である場合も含む。)。

工 指導看護師は臨床等での実務経験を3年以上有し、指導者講習を受講して

いること。

オ 有料老人ホーム、グループホーム、障害者 (児 )施設等においては、常勤

の看護師の配置又は医療連携体制加算をとつていること。

力 過去 5年以内に、都道府県から介護保険法第91条の2に基づく勧告、命

令及び第92条に基づく指定の効力の停止を受けたことがないこと。

キ たんの吸引及び経管栄養の対象となる患者が適当数入所又は利用してい

ること。

ク 検証に要する業務が実施できること。

ケ 施設の責任者、事業所職員が実地研修の実施に協力できること

コ 別紙 1の 12、 Ⅱ2の条件を満たしていること。

④ 費用負担

指導者講習は老人保健健康増進等事業で実施、基本研修及び実地研修は介護サ

ービス指導者等養成研修等事業及び障害保健福祉部保健福祉調査委託費で実施す

る。
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3 研修及びケアの試行について

(1)医師、看護師に対する指導者講習

実施団体からの推薦を受けた医師又は看護師 24人程度及び施設・在宅等における

指導看護師 40人程度に対 し、 1日 程度かけ、介護職員への指導ポイン ト、評価基準

等に関する指導者講習を実施する。

(2)介護職員に対する研修

① 基本研修

ア  (1)の 指導者講習を受けた医師又は看護師が、介護職員に対 し、 50時間の

講義を実施する。

イ シミュレーターを活用 し、以下の演習を実施する。

口 救急蘇生法演習 :1回以上

。 たんの吸引の演習 :「 口腔」“「鼻腔」・「気管カニュー レ内部」のそれぞれご

とに 5回 以上 (急変時の対応含む )

・ 経管栄養の演習 :「 胃ろう・腸ろう」・「経鼻」それぞれごとに 5回以上

(急変時の対応含む )

ウ 基本研修を受けた介護職員に対 し、所定の評価基準を用いて、研修を実施 した

医師、看護師が評価を行 う。

② 実地研修

ア ①ウの評価基準を満た した介護職員に対 して、指導看護師の指導の下、介護職

員は所定の実習を行 う。

イ アの研修を受けた介護職員に対 し、所定の評価基準を用いて、指導看護師が評

価を行なう。

ウ 実地研修の具体的な実施方法については、別紙 1で定める。

(3)実地研修までの試行事業の検証

(1)・ (2)について、安全性の確保・研修カリキュラムの妥当性等の観点から検

証を行ない、検討会へ報告する。

(4)施設・在宅等におけるケアの試行の実施

ア  (2)② イの評価基準を満た した介護職員が、自らが所属する施設や、自らが

所属する訪間介護事業所が訪問介護事業を実施する居宅等において、ケアの試行

を実施する。

イ ケアの試行の具体的な実施方法については、別紙 2で定める。
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(5)施設、在宅等における試行の検証

(4)の結果を受け、実施状況・ ヒヤリハ ット事例等、安全性の確保状況等につい

て、検証を行 う。

4 試行事業のスケジユール (素案)

実施団体の公募及び当該実施団体からの実地研修施設の推薦 本年 8月 中旬

実施団体の選定                     本年 9月 中旬

指導者講習                       本年 10月

基本研修                        本年 11月

実地研修                        平成 23年 1月

ケアの試行                       平成 23年 3月
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(別紙 1)

実地研修の実施方法

施設 (特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、_グループホーム、有料老人ホーム

等、障害者 (児 )施設等 (医療機関を除 く))に おいて実地研修を実施する場合

実地研修において、たんの吸引等について、介護職員が行うことが許容される行

為の標準的な範囲

1)口腔内、鼻腔内、気管カニュー レ内部のたんの吸引 (以下「たんの吸引」とい

う。)の実地研修にあたつての医師・指導看護師・介護職員の役割分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、たんの吸引

を、指導看護師のみで実施すべきか、指導看護師の指導の下、介護職員が実習

で実施可能かについて、配置医又は実施施設と連携している医師が承認する。

② 実習時において、指導看護師は、利用者の口腔内、鼻腔内、気管内部及び全

身の状態を観察し、指導看護師の指導の下、介護職員が実習を行うことが可能

かどうか等を確認する。

③ 介護職員がたんの吸引を実施する間、指導看護師は利用者の安全に留意しな

がら、介護職員に対して、指導を行う。

④ 指導看護師は、所定の評価基準をもとに、介護職員の実地研修の到達度を踏

まえながら、指導を行う必要がある。

2)介護職員が行うことが許容される標準的な範囲と指導看護師の役割

① 咽頭より手前の範囲で吸引チューブを日から入れて、口腔の中まで上がって

きた痰や、たまっている唾液を吸引することについては、研修を受けた介護職

員が手順を守つて行えば危険性は相対的に低く、介護職員が行つても差し支え

ないものと考えられる。

② 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイドを刺激しての出血が、まれではあ

るが生じうる。また、鼻や口から、咽頭の奥までの吸引を行えば、敏感なケー

スでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがつて、鼻からの吸引や、日から

咽頭の奥までの吸引は「一般論として安全である」とは言い難い。しかし、鼻

からの吸引は、利用者の状態に応じ、吸引チューブを入れる方向を適切にする、

左右どちらかのチューブが入りやすい鼻からチューブを入れる、吸引チューブ

を入れる長さをその利用者についての規定の長さにしておく、などの手順を守

ることにより、個別的には安全に実施可能である場合が多い。以上の点を勘案

すると、介護職員は、咽頭の手前までの吸引を行うに留めることが適切であり、

8El頭より奥の気道のたんの吸引は、指導看護師が担当することが適当である。

③ 気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを刺激

することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるなど、危険性が

高いことから、家族以外の者が行うたんの吸引の範囲は、気管カニューレ内部
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までの気管内吸引を限度とする。特に、人工呼吸器を装着している場合には、

気管カニューレ内部までの気管内吸引を行う間、人工呼吸器を外す必要がある

ため、安全かつ適切な取扱いが必要である。

(3)胃 ろう、腸ろう、鼻からの経管栄養 (以下「経管栄養等」という。)の実施に

あたって、医師 口指導看護師・介護職員の役割分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、経管栄養等

を、指導看護師のみで実施すべきか、指導看護師の指導の下、介護職員が実習

で実施可能かについて、配置医又は実施施設と連携している医師が承認する。

② 実習時において、指導看護師は、利用者の胃、腸、鼻の状態及び全身の状態

を観察し、指導看護師の指導の下、介護職員が実習を行うことが可能かどうか

等を確認する。

③ 介護職員が経管栄養等を実施する間、指導看護師は利用者の安全に留意しな

がら、介護職員に対して、指導を行う。

④ 指導看護師は、所定の評価基準をもとに、介護職員の実地研修の到達度を踏

まえながら、指導を行う必要がある。

(4)介護職員が行うことが許容される標準的な範囲と指導看護師の役割

① 鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されているこ

との確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、指導看護師が

行うことが適当である。

② 胃ろう。腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的に安全

性が高いと考えられるが、胃ろう、腸ろうの状態に問題のないことの確認は 1

日1回 以上指導看護師が行うことが適当である。

③ 経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護師が行うことが望ましい

が、開始後の対応は介護職員によつても可能であり、指導看護師の指導の下で、

介護職員が行うことが許容される。

2 介護職員がたんの吸引等を実施する上で必要であると考えられる条件

(1)利用者の同意

利用者 (利 用者に同意する能力がない場合にはその家族等)が、たんの吸引等

の実地研修の実施と当該施設の組織的対応について施設長から説明を受け、それ

を理解した上で、指導看護師の指導の下、実地研修を受けている介護職員が当該

行為について実習を行うことについて書面により同意していること。

(2)医療関係者による的確な医学管理

① 配置医又は実施施設と連携している医師から指導看護師に対し、書面による

必要な指示があること。

② 指導看護師の指導の下、介護職員が実習を行うこと。



③ 配置医又は実施施設と連携している医師、指導看護師及び介護職員の参加の

下、たんの吸引等が必要な利用者ごとに、個別具体的な計画が整備されている

こと。

(3)たんの吸引等の水準の確保

① 実地研修においては、指導者講習を受けた指導看護師が介護職員を指導する。

② 介護職員は基本研修を受け、基本研修の到達目標を達成した者であること。

③ たんの吸引等の行為については、医師に承認された介護職員が指導看護師の

指導の下、承認された行為について行うこと。

④ 当該利用者に関するたんの吸引等について、配置医又は実施施設と連携して

いる医師、指導看護師及び介護職員の参加の下、技術の手順書が整備されてい

ること。

(4)施設における体制整備

① 実施施設の施設長が最終的な責任を持つて安全の確保のための体制の整備を

行うため、施設長の統括の下で、関係者からなる安全委員会が設置されている

こと。

② 利用者の健康状態について、施設長、配置医又は実施施設と連携している医

師、主治医 (別途主治医がいる場合に限る。)、 指導看護師、介護職員が情報交

換を行い、連携を図れる体制の整備がなされていること。

③ たんの吸引等に関し、一般的な技術の手順書が整備されていること。

④ 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されて

いること。

⑤ ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、施設長、配置医又は実施施設と連携し

ている医師、指導看護師、介護職員の参加の下で、実施体制の評価、検証を行

うこと。

⑥ 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされてい

るとともに、夜間をはじめ緊急時に配置医又は実施施設と連携している医師、

指導看護師との連絡体制が構築されていること。

⑦ 施設内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。

(5)地域における体制整備

医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が

整備されていること。
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Ⅱ 利用者の居宅において実地研修を実施する場合

1 実地研修において、たんの吸引等について、訪間介護員が行うことが許容される

行為の標準的な範囲

(1)口 腔内、鼻腔内、気管カニュー レ内のたんの吸引 (以下、「たんの吸引」とい

う)の実地研修にあたつての医師 口指導看護師 J訪間介護員との役割分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、たんの吸引

を、指導看護師のみで実施すべきか、指導看護師の指導の下、訪間介護員が実

習で実施可能かについて、利用者のかかりつけ医が承認する。

② 実習時において、指導看護師は、利用者の回腔内、鼻腔内、気管内及び全身

の状態を観察し、指導看護師の指導の下、訪問介護員が実習を行うことが可能

かどうか等を確認する。

③ 訪問介護員が経管栄養等を実施する間、指導看護師は利用者の安全に留意し

ながら、訪間介護員に対して、指導を行う。

④ 指導看護師は、所定の評価基準をもとに、訪問介護員の実地研修の到達度を

踏まえながら、指導を行う必要がある。

(2)訪問介護員が行うことが許容される標準的な範囲と指導看護師の役割

① 咽頭より手前の範囲で吸引チューブを日から入れて、口腔の中まで上がって

きた痰や、たまっている唾液 を吸引することについては、研修 を受けた訪問介

護員が手順 を守 つて行えば危険性は低 く、訪問介護員が行 つても差 し支えない

ものと考 えられる。

② 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイ ドを刺激しての出血が、まれではあ

るが生じうる。また、鼻や日からの、咽頭の奥までの吸引を行えば、敏感なケ

ースでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがつて、鼻からの吸引や、日か

ら咽頭の奥までの吸引は「一般論として安全である」とは言い難い。しかし、

鼻からの吸引は、利用者の状態に応じ、吸引チューブを入れる方向を適切にす

る、左右どちらかのチューブが入りやすい鼻からチューブを入れる、吸引チュ

ーブを入れる長さをその利用者についての規定の長さにしておく、などの手順

を守ることにより、個別的には安全に実施可能である場合が多い。以上の点を

勘案すると、訪問介護員等は、咽頭の手前までの吸引を行うに留めることが適

切であり、咽頭より奥の気道のたんの吸引は、指導看護師が担当することが適

当である。

③ 気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを刺激

することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるなど、危険性が

高いことから、家族以外の者が行うたんの吸引の範囲は、気管カニューレ内部

′ までの気管内吸引を限度とする。特に、人工呼吸器を装着している場合には、

気管カニューレ内部までの気管内吸引を行う間、人工呼吸器を外す必要がある

ため、安全かつ適切な取扱いが必要である。
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(3)胃 ろう、腸ろう、鼻からの経管栄養 (以下、「経管栄養等」という)の標準的

手順と、医師・指導看護師・訪間介護員との役割分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、経管栄養等

を、指導看護師のみで実施すべきか、指導看護師の指導の下、訪間介護員が実

習で実施可能かについて、利用者のかかりつけ医が承認する。

② 実習時において、指導看護師は、利用者の胃、腸、鼻の状態及び全身の状態

を観察し、指導看護師の指導の下、介護職員が実習を行うことが可能かどうか

等を確認する。

③ 介護職員が経管栄養等を実施する間、指導看護師は利用者の安全に留意しな

がら、介護職員に対して、指導を行う。

④ 指導看護師は、所定の評価基準をもとに、介護職員の実地研修の到達度を踏

まえながら、指導を行う必要がある。

(4)訪問介護員が行うことが許容される標準的な範囲と指導看護師の役割

① 鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されているこ

との確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、指導看護師が

行うことが適当である。

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的に安全性

が高いと考えられるが、胃ろう、腸ろうの状態に問題のないことの確認は 1日

1回 以上指導看護師が行うことが適当である。

③ 経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護師が行うことが望ましいが

開始後の対応は訪問介護員によっても可能であり、指導看護師の指導の下で、

訪問介護員が行うことが許容される。 ,

2 訪間介護員がたんの吸引等を実施する上で必要であると考えられる条件

(1)利用者の同意

利用者 (利 用者に同意する能力がない場合にはその家族等)が、たんの吸引等

の実地研修の実施と訪問介護事業所、利用者のかかりつけ医、訪間看護事業所と

の連携対応について訪問介護事業者から説明を受け、それを理解した上で、指導

看護師の指導の下、実地研修を受けている訪間介護員が当該行為について実習を

行うことについて書面により同意していること。

(2)医療関係者による的確な医学管理

① 利用者のかかりつけ医から指導看護師に対し、書面による必要な指示がある

こと。

② 家族、利用者のかかりつけ医、指導看護師、保健所の保健師等、家族以外の

者等利用者の在宅療養に関わる者は、それぞれの役割や連携体制などの状況を

把握・確認の上、実習を行うこと。

‐
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③ 利用者のかかりつけ医、指導看護師及び訪間介護員の参加の下、たんの吸引

等が必要な利用者ごとに、個別具体的な計画が整備されていること。

(3)たんの吸引等の水準の確保

① 実地研修においては、指導看護師が訪問介護員を指導する。

② 訪問介護員は基本研修を受け、基本研修の到達目標を達成した者であること。

③ たんの吸引等については、利用者のかかりつけ医に承認された訪間介護員が、

指導看護師の指導の下、承認された行為について行うこと。

④ 当該利用者に関するたんの吸引等について、利用者のかかりつけ医、訪間看

護職員及び訪問介護員の参加の下、技術の手順書が整備されていること。

(4)体制整備

① たんの吸引等を実施する訪間介護事業者は、安全の確保のための体制の整備

を行うため、関係者からなる安全委員会が設置されていること。

② 適切な医学的管理の下で、当該利用者に対して適切な診療や訪間看護の体制

がとられていることを原則とし、当該家族以外の者は、利用者のかかりつけ医

及び指導看護師の指導の下で、家族、利用者のかかりつけ医及び指導看護師と

の間において、同行訪間や連絡 。相談・報告などを通じて連携を図れる体制の

整備がなされていること。

③ たんの吸引等に関し、一般的な技術の手順書が整備されていること。

④ 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されて

いること。

⑤ ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、たんの吸引等を実施する事業者や利用

者のかかりつけ医、指導看護師、訪問介護員等の参加の下で、実施体制の評価、

検証を行うこと。

⑥ 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされてい

るとともに、夜間をはじめ緊急時に利用者のかかりつけ医・指導看護師との連

絡体制が構築されていること。

⑦ 感染の予防等、安全 口衛生面の管理に十分留意すること。

(5)地域における体制整備

医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が

整備されていること。
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(男 11砥 2)

ケアの試行の実施方法

I 施設 (特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム

等、障害者 (児)施設等 (医療機関を除く))においてケアの試行を実施する場合

1 ケアの試行において、たんの吸引等について、介護職員が行うことが許容される

行為の標準的な範囲

(1)口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部のたんの吸引 (以下「たんの吸引」とい

う。)の実施にあたつての医師・看護職員 "介護職員の役割分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、

(i)たんの吸引を、看護職員のみで実施すべきか、看護職員と介護職員とで

協働して実施できるか、

(il)当該利用者について、たんの吸引を実施する介護職員

について、看護職員との連携の下、配置医又は実施施設と連携している医師が

承認する。

② 毎朝又は当該日の第一回目の吸引実施時において、看護職員は、利用者の口

腔内、鼻腔内、気管内及び全身の状態を観察し、看護職員と介護職員との協働

による実施が可能かどうか等を確認する。

③ 当該日の第 2回 目以降の実施については、①で承認された介護職員は利用者

の口腔内、鼻腔内、気管内及び全身の状態を確認した後、たんの吸引を実施す

るとともに、実施後に利用者の状態を確認する。

(2)介護職員が行うことが許容される標準的な範囲と看護職員の役割

① 咽頭より手前の範囲で吸引チューブを日から入れて、口腔の中まで上がって

きた痰や、たまっている唾液を吸引することについては、研修を受けた介護職

員が手順を守つて行えば危険性は相対的に低く、介護職員が行つても差し支え

ないものと考えられる。

② 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイ ドを刺激しての出血が、まれではあ

るが生じうる。また、鼻や口から、咽頭の奥までの吸引を行えば、敏感なケー

スでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがつて、鼻からの吸引や、口から

咽頭の奥までの吸引は「一般論として安全である」とは言い難い。しかし、鼻

からの吸引は、利用者の状態に応じ、吸引チューブを入れる方向を適切にする、

左右どちらかのチューブが入りやすい鼻からチューブを入れる、吸引チューブ

を入れる長さをその利用者についての規定の長さにしておく、などの手順を守

ることにより、個別的には安全に実施可能である場合が多い。以上の点を勘案

すると、介護職員は、咽頭の手前までの吸引を行うに留めることが適切であり、

咽頭より奥の気道のたんの吸引は、看護職員が担当することが適当である。

③ 気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを束1激



することにより、呼吸停止や心停止を引き起 こす可能性があるなど、危険性が

高いことから、家族以外の者が行 うたんの吸引の範囲は、気管カニュー レ内部

までの気管内吸引を限度とする。特に、人工呼吸器を装着 している場合には、

気管カニュー レ内部までの気管内吸引を行う間、人工呼吸器を外す必要がある

ため、安全かつ適切な取扱いが必要である。

(3)胃 ろう、腸 ろう、鼻か らの経管栄養 (以下「経管栄養等」という。)の実施に

あたって、医師・看護職員・介護職員の役割分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、

(1)経 管栄養等を、看護職員のみで実施すべきか、看護職員と介護職員とで

協働 して実施できるか、

(ii)当該利用者について、経管栄養等を実施する介護職員

について、看護職員との連携の下、配置医又は実施施設と連携 している医師が

承認する。

② 毎朝又は当該日の第一回目の実施において、看護職員は、利用者の胃、腸、

鼻の状態及び全身の状態を観察 し、看護職員と介護職員の協働による実施が可

能かどうか等を確認する。

(4)介護職員が行 うことが許容される標準的な範囲と看護職員の役割

① 鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されているこ

との確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、看護職員が行

うことが適当である。

② 胃ろう 。腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的に安全

性が高いと考えられるが、胃ろう、腸ろうの状態に問題のないことの確認は 1

日 1回 以上看護職員が行 うことが適当である。

③ 経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護師が行 うことが望ましい

が開始後の対応は介護職員によつても可能であり、配置医又は実施施設と連携

している医師の指示の下で、介護職員が行 うことが許容される。

2 介護職員がたんの吸引等を実施する上で必要であると考えられる条件

(1)利用者の同意

利用者 (利用者に同意する能力がない場合にはその家族等)が、たんの吸引等

の実施について、施設に依頼 し、当該施設の組織的対応について施設長から説明

を受け、それを理解 した上で、介護職員が当該行為を行うことについて書面によ

り同意 していること。

(2)医療関係者による的確な医学管理

① 配置医又は実施施設と連携 している医師から介護職員に対 し、書面による必

要な指示及び看護職員に対 し、連携の指示があること。

ソ

“



② 看護職員と介護職員が連携協働して実施を進めること。

③ 配置医又は実施施設と連携している医師、看護職員及び介護職員の参加の下、

たんの吸引等が必要な利用者ごとに、個別具体的な計画が整備されていること。

(3)たんの吸引等の水準の確保

① 介護職員が必要な知識 口技術に関する研修を受け、所定の評価基準を満たした

者であること。

② たんの吸引等の行為については、医師に承認された介護職員が承認された行

為について行うこと。

③ 当該利用者に関するたんの吸引等について、配置医又は実施施設と連携して

いる医師、看護職員及び介護職員の参加の下、技術の手順書が整備されている

こと。

(4)施設における体制整備

① 施設長が最終的な責任を持つて安全の確保のための体制の整備を行うため、

施設長の統括の下で、関係者からなる施設内委員会が設置されていること。

② 実施に当たつては、施設長は介護職員の希望等を踏まえるなど十分な理解を

得るようにすること。

③ 利用者の健康状態について、施設長、配置医又は実施施設と連携している医

師、主治医 (別 途主治医がいる場合に限る。)、 看護職員、介護職員が情報交換を

行い、連携を図れる体制の整備がなされていること。同時に、それぞれの責任分

担が明確化されていること。

④  たんの吸引等に関 し、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更新 されてい

ること。             ヽ

⑤ 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されて

いること。

⑥ ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、施設長、配置医又は実施施設と連携し

ている医師、看護職員、介護職員の参加の下で、定期的な実施体制の評価、検証

を行うこと。

② 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされてい

るとともに、夜間をはじめ緊急時に配置医又は実施施設と連携している医師、看

護職員との連絡体制が構築されていること。

③ 施設内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。

(5)地域における体制整備

医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が

整備されていること。
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Ⅱ 利用者の居宅においてケアの試行を実施する場合

1 ケアの試行において、たんの吸引等について、訪間介護員が行うことが許容され

る行為の標準的な範囲

(1)口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部のたんの吸引 (以下、「たんの吸引」と

いう)の実施にあたつての医師・訪問看護職員・訪問介護員との役割分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、

(1)たんの吸引を、訪問看護職員のみで実施すべきか、訪問看護職員と訪間

介護員とで協働して実施できるか、

(ii)当該利用者について、たんの吸引を実施する訪問介護員

について、訪問看護職員との連携の下、利用者のかかりつけ医が承認する。

② 訪問看護職員は、定期的に、利用者の口腔内、鼻腔内、気管内及び全身の状

態を観察し、看護職員と介護職員との協働による実施が可能かどうか等を確認

する。

③ ①で承認された訪間介護員は利用者の日腔内、鼻腔内、気管内部及び全身の

状態を確認した後、たんの吸引を実施するとともに、実施後に利用者の状態を

観察する。

(2)訪間介護員が行うことが許容される標準的な範囲と訪問看護職員の役割

① 咽頭より手前の範囲で吸引チューブを口から入れて、日腔の中まで上がって

きた痰や、たまつている唾液を吸引することについては、研修を受けた訪間介

護員が手順を守つて行えば危険性は低く、訪間介護員が行つても差し支えない

ものと考えられる。

② 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイ ドを束1激 しての出血が、まれではあ

るが生じうる。また、鼻や日からの、咽頭の奥までの吸引を行えば、敏感なケ

ースでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがつて、鼻からの吸引や、日か

ら咽頭の奥までの吸引は「一般論として安全である」とは言い難い。しかし、

鼻からの吸引は、利用者の状態に応じ、吸引チューブを入れる方向を適切にす

る、左右どちらかのチューブが入りやすい鼻からチューブを入れる、吸引チュ

ーブを入れる長さをその利用者についての規定の長さにしておく、などの手順

を守ることにより、個別的には安全に実施可能である場合が多い。以上の点を

勘案すると、訪問介護員等は、咽頭の手前までの吸引を行うに留めることが適

切であり、咽頭より奥の気道のたんの吸引は、訪間看護職員が担当することが

適当である。

③ 気管カニユーレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを刺激

することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるなど、危険性が

高いことから、家族以外の者が行うたんの吸引の範囲は、気管カニューレ内部

までの気管内吸引を限度とする。特に、人工呼吸器を装着している場合には、

気管カニユーレ内部までの気管内吸引を行う間、人工呼吸器を外す必要がある



ため、安全かつ適切な取扱いが必要である。

(3)胃 ろう、腸ろう、鼻からの経管栄養 (以下、「経管栄養等」という)の標準的

手順と、医師・訪問看護職員・訪間介護員との役害1分担

① 利用者について、初の実施時及び状態が変化した時点において、

(i)経管栄養等を、訪間看護職員のみで実施すべきか、訪間看護職員と訪間

介護員とで協働して実施できるか、

(ii)当該利用者について、経管栄養等を実施する訪間介護員

について、訪間看護職員との連携の下、利用者のかかりつけ医が承認する。

② 訪問看護職員は、胃ろう、腸ろうの場合は、1日 1回以上、鼻からの経管栄

養については実施時に、利用者の胃、腸、鼻の状態及び全身の状態を観察し、

訪間看護職員と訪問介護員の協働による実施が可能かどうか等を確認する。

(4)訪間介護員が行うことが許容される標準的な範囲と訪問看護職員の役割

① 鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されているこ

との確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、訪間看護職員

が行うことが適当である。

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的に安全

性が高いと考えられるが、胃ろう、腸ろうの状態に問題のないことの確認は 1

日1回 以上訪間看護職員が行うことが適当である。

③ 経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護師が行うことが望ましい

が開始後の対応は訪問介護員によっても可能であり、利用者のかかりつけ医の

指示の下で、訪間介護員が行うことが許容される。

2 訪問介護員がたんの吸引等を実施する上で必要であると考えられる条件

(1)利用者の同意

利用者 (利 用者に同意する能力がない場合にはその家族等)が、たんの吸引等

の実施について、訪間介護事業者に依頼し、訪問介護事業所、利用者のかかりつ

け医、訪間看護事業所との連携対応について訪間介護事業者から説明を受け、そ

れを理解した上で、訪問看護員が当該行為を行うことについて書面により同意し

ていること。

(2)医療関係者による的確な医学管理

① 利用者のかかりつけ医から訪間介護員に対し、書面による必要な指示及び訪

間看護職員に対し、連携の指示があること。

② 家族、利用者のかかりつけ医、訪問看護職員、保健所の保健師等、家族以外

の者等利用者の在宅療養に関わる者は、それぞれの役割や連携体制などの状況

を把握・確認の上、連携、協働して実施を進めること。

③ 利用者のかかりつけ医、訪間看護職員及び訪間介護員の参加の下、たんの吸
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引等が必要な利用者ごとに、個別具体的な計画が整備されていること。

(3)たんの吸引等の水準の確保

① 訪間介護員が必要な知識・技術に関する研修を受け、所定の評価基準を満た

した者であること。

② たんの吸引等については、利用者のかかりつけ医に承認された訪間介護員が、

承認された行為について行うこと。

③ 当該利用者に関するたんの吸引等について、利用者のかかりつけ医、訪問看

護職員及び訪間介護員の参加の下、技術の手順書が整備されていること。

(4)体制整備

① たんの吸引等を実施する訪間介護事業者は、安全の確保のための体制の整備

を行うため、関係者からなる安全委員会が設置されていること。

② 実施に当たっては、訪間介護事業者は訪間介護員の希望等を踏まえるなど十

分な理解を得るようにすること。

③ 適切な医学的管理の下で、当該利用者に対して適切な診療や訪問看護体制が

とられていることを原則とし、当該家族以外の者は、利用者のかかりつけ医及

び訪間看護職員の指導の下で、家族、利用者のかかりつけ医及び訪間看護職員

との間において、同行訪問や連絡 “相談・報告などを通じて連携を図れる体制

の整備がなされていること。同時に、それぞれの責任分担が明確化されている

こと。

④ たんの吸引等に関し、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更新されてい

ること。

⑤ 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されて

いること。

⑥ ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、たんの吸引等を実施する事業者や利用

者のかかりつけ医、訪間看護職員、訪問介護員等の参加の下で、定期的な実施

体制の評価、検証を行うこと。

② 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされてい

るとともに、夜間をはじめ緊急時に利用者のかかりつけ医・訪問看護職員との

連絡体制が構築されていること。

③ 感染の予防等、安全 。衛生面の管理に十分留意すること。

(5)地域における体制整備

医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が

整備されていること。



川崎委員提出資料

介護職員等のたんの吸引等の実施にあたって

特養で実施 したモデル事業から見えることについて

みずべの苑施設長 川崎千鶴子

昨イ
「

度、口腔内のたんの吸引と胃ろうによる経管栄養の対応について、介護

職員を指導するための指導看護師の研修に関わ り、施設における介護職員の状

況と研修の観点から課題をまとめてみました。

1、 施設に勤務 している介護職員の状況と技術研修の成果

○施設でたんの吸引を必、要とする高齢者は複数名いますが、24時間続けてケ

アを行 う介護職員はいないため、2名 から3名 の介護職員が交代で観察し対

応 します。その介護職員の経験と資格は様々ですが、その職員を交代でつ

ないで 365「]途切れないケアを続けています。

○モデル事業では、選出した (限 られた)介護職員への研修を行いました。

125施設のデータからは、指導看護師が何度も技術チェックを繰 り返す中で、

介護l職員の 昼割が、決められた手順を抜かすことなく安全に出来るように

なるには、2ヶ り1は Z、 要とい う事が判 りました。

○モデル事業では、介護職員のアクシデン ト・ヒヤ リハ ットの報告状況に、「気

づき」の多い施設 と全くない施設のばらつきがあ りました。危険性の捉え

方がまちまちであるために、安全のための 「気づき」力` L分に引き出せず、
「何に危険性があるのかJ_「イ]Iが いつもと違 うことか」を認識できるように

なるには、士分な‖±聾]の指導が必要と考えられ ました。介護職員の経験や

習熟度は施設ごとに差があるため、3ヶ 月のモデル事業でも安全性について

の検証は難 しいことが判りました。

○施設の看護職員の配置は、状沙tに よつては夜間にも吸引のニーズがあるに

もかかわらず、十分なものとは言えません。

○モデル事業では、指導看護師が介護職員へ 14時間程度の施設内研修を実施

し、個別指導には夫々時間を要しています。その後のケアの試行の 3ヶ 月

とい う実施期間では前述のような結果 となっています。介護職員と看護職

員が同 じ職場で共に業務を行 う施設においても、研修や指導にはかなりの

時間がZ、要ということが判 りました。



○指導された介護職員へのインタビューからは、今まで行つていた手技と同

じlIを しているのだが、「何が怖い事 (危険)なのか、起こりうるのか、が

11解 できた」 との発言が多くありました。介護職員は、何となく不安はあ

ったが、指導により注意すべきことにっぃて具体的に理解でき、安全性が

高まつたと評価iし ていました。これは身体構造や身体機能の力1識について

の学習効果 と考えられます。

2、 モデル事業から得られた課題と提言

1)高齢者の生活で「たんの吸引」や「Ffろ う」が必、要になるとい う状況は、

虚弱な状態や状態悪化の可能性、危険性が高いため、高齢者個別に技術を

使い分ける指導も必要と考える。

2)学 i留経歴を持つ介護職員への研修についても、複数の泊i齢者に複数の介

護職員で関わる (3人称の関係)場合、特に在宅高齢者に対しては、様々な

知識 と技術の訓練が必須であるため、50時間程度のり「修は必、要と考える。

そのためには、介護職員が十分な研修を受けることが出来るよう、 1千 業者

の環境整備 も欠かせない条件と考える。

3)施設においては、「吸引が常 ||十 Z、 要」とい う判断や 「胃ろうによる栄養」

の判1断 にはまず医師の指示があり、安全に実施するための体制調整は指導

教育を含めて看護師が必、ず継続的に関わるとい う、チームにおける介護職

liと 医師、看護師との連携は必須 と考える。

4)在宅の高齢者についても施設と同様に、介護職員とチームとなる主治医

と訪問看護師が円滑に進める役害Jを果た して欲 しい。



本委員提出資

2010年 8月 9日

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会

座長 大島 伸一 様

人工呼吸器をつけた子の親の会くバクバクの会>

会長 大塚 孝司

事務局 :〒 562‐ 0013大阪府箕面市坊島 4丁 目5番 20号

箕面マーケットパーク ヴィソラWEST1 2F
箕面市立みのお市民活動センター内

TEL//FAX 072-724-2007

介護職員等のたんの吸引等の実施のための制度の在り方について

(意 見 )

平素より、障害福祉におきまして、大変お世話になっております。
当会は、現在、全国に約 300家族の正会員がおり、そのうち自宅で生活している子ども

たちは200名 ほどです。また、その中で、180名 ほどが幼稚園・保育所、小 。中・高等学校
や大学、就労年齢者です。子どもたちは、人工呼吸器をパー トナーに、それぞれの地域で
様々な困難に直面しながらも、年齢に応じた当たり前の社会生活を送りたいと願い、道を
切り拓いて来ました。

当事者の “命"と “思い"を何より大切にしてきた私たちからみれば、当事者の生活の

場において、いわゆる「医療的ケア」と呼ばれているたんの吸引等のケアは食事や排泄と
同じ日常生活行為の一部であり、人工呼吸器等の医療機器もメガネや車イスと同じように
失われた機能を補 う「補装具」となっています。

事実、当事者は、家族が退院時にケアの方法や機器の取 り扱いについての研修を受けて
「人体 (当 事者)に危害を及ぼしまたは及ぼすおそれ」 (「医療行為」の定義)がなくな
つたからこそ、病院側も退院を認めているわけです。つまり、医療行為が退院時の “研修"

によって「生活支援行為」になつたと理解するのが自然です し、当然だと思っています。
にもかかわらず、退院後のケアをも医療行為と規定することは、24時間 365日 医師や看

護師などの医療従事者がケアに関われない状況下で、あまりにも当事者の命と退院時の研
修をないがしろにするものです。こうした当事者不在の考え方が、十分な研修も行わずに
安易に退院させ当事者の命をも危険にさらしている現状を招いていると思っています。

さらに、退院後のケアを 「医療行為」とすることは、生活のあり方にも大きく影響 して
います。当事者の生活の幅を狭め、当事者の自立と自立生活を阻害し、さらには、家族に
学校への付き添いや家族介護を強制して家族に過大な負担を強いて、家族の生活をも奪い、
結果として当事者の安全をも脅かしています。

現在、内閣府 。障がい者制度改革推進会議を中心として、障害者制度の抜本的な見直し
がなされています。そこでの議論を見るまでもなく、どんな障害があつても、地域で当た
り前に生活 し、自己決定 。自己選択に基づく、 “自分らしい生活"を送ることが保障され
なければなりません。

このたび、介護職員等のたんの吸引等の実施のための制度の在 り方について検討会が持
たれると聞き、当事者にとってよりよい制度改革となるよう願い、添付資料 4点を添えて、
当会の意見を以下にお伝えするものです。



2.

●添付資料 1…在宅で行つている「医療類似行為」 (医療的ケア)を 「生活支援行為」と

してすべての介護者や教職員が実施できる体制整備を求める緊急要望書

●添付資料 2-人工呼吸器をつけて地域で暮 らす子どもたちからの意見

●添付資料 3…バクバクつ子 。いのちの宣言

●添付資料 4…介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検

討会試行事業案に対しての意見書

●添付資料 5… まいど !医療的ケア研修事業 報告書 (冊子および DVD)

記

制度の見直しの前提として、いわゆる「医療的ケア」については、「医行為」 とは

区別 して、「生活支援行為」として、介護職、教員 (※)等が行える行為であるとの明

確な位置づけをすべきです。そうすることによつて、業務の一環として、正々堂々と

ケアに当たることができ、子どもたちも生活全般 (自 宅や学校ほかでも)において、

安心 。安全が保障されます。

(※障がい者制度改革推進会議において、教育の分野では、インクルーシブ教育を目

指り
~と

い う方向性が示されています。 したがつて、ここでいう教員は、特別支援学校
だけでなく、地域の普通学校の教員 も含みます。保育園や幼稚園の職員においても同

様です。)

障害者が培つてきた当事者による短期研修システムをこれまで通 り認めるべきで

す。さらに、医療職による研修を条件とするのではなく、当事者や家族による研修で

も認めるべきです。その分、退院の際には、十分な退院指導がなされるよう徹底させ

る必要があります。 (訪問看護との連携は、現実的には、 F■l難であると言わざるを得ま

せん。訪問看護 とヘルパー派遣を同じ時間帯にすることを認めてない自治体も少なく

ありません。また、訪問看護を必、要としない生活をしている当事者もいます。地域的

な事情から、訪問看護を定期的に利用したくても利用できない当事者も多く存在 しま

す。)も ちろん、当事者 。家族による研修が困難な場合は、医療のバックアップを求
めることができるようにすることは必要です。

医療的ケアの基礎的な知識や技術については、今後のヘルパーや教員の養成課程

に盛 り込んでいただきたいと考えますが、新たな資格を設けたり、介護福祉士以上な

どとい う基準を設けたりすることには賛成 しません。資格化やi凸剰な条件を求めるこ

とでは、これまでの生活上の制約は改善されません。

子どもであつても、在宅においてヘルパーが医療的ケアを実施する場合は、当事

者、ヘルパー双方が安心 してサポー トを行 うためにも、Z、要に応じて 2人体制を認め

られるべきだと考えます。

現在、実際に介護職による医療的ケアを含めたサポー トを実施 しているさくら会

やバクバクの会の会員のところなど、現場を実際に見ていただき、生活実態に応じた、

本人の生活を丸ごと支えられる制度設計を検討 していただきたいと考えます。特に、

重度障害者にとつて、単に医療的ケアがヘルパー等に解禁され、ケアの手技を習得し

てもらえばそれでいいという問題ではなく、たとえ資格をもつた医療従事者であって

も、普段の暮らしを知らず、本人とのコミュニケーション (ノ ン・バーバル・コミュ

ニケーションを含む)が とれなければ、安全で当事者の自立につながる生活支援はで

きないこと (=関係性は専門性を越える)を実態から学び、議論に生かしていただき

たいと考えます。

以上

3.

5.



【添付資料 1】

2010年  6月 18日
内閣府特昴担当大臣

厚生労働大臣 長妻

文部科学大臣 川端

衆議院議長  横路

参議院議長  江田

人工8y吸器をつけた子の親の会 (バクバクの会)

会長 大塚 孝司

医療的ケア連絡協議会 代表 折田  涼

岸本  彩

在宅で行っている「医療類似行為」(医療的ケア)を
「生活支援行為」としてすべての介護者や教職員が実施できる

体制整備を求める緊急要望書

日頃より、人権と福祉づ<り をすすめられていることに敬意を表し、感謝

申し上げます。

私たちは、地域社会の中で、日常生活において「医療的ケア」を必要とし

ながら日々生活している当事者、当事者団体、家族 。医師・看護師・教員 。

介護者等関係個人 0団体が集まり、「医療的ケア」を晰要とする人長が安全で

安心な生活を送ることを保障され、地域社会の中であたりまえに自立して生

きられるよう、「医療的ケア」に関する諸P08題を解決してい<ために力を含わ

せ取り組んでいます。どんな障害があっても、日本国憲法25条で謳われて

いる様に「健康で文イじ的な最低限度の生活を営む権利」を有しています。よ

つて、必要なケアは当然のこととして、必要なだけ認められなければなりま

せん。

前政権下では、医師法第 17条の「医師でなければ医業をしてはならない」

とする一文により、当事者や家族が行える「医療的ケア」さえも、たんの吸引

以外は、ホームヘルバー等の福祉職や教育職など、障害者や高齢者、難病者等

の生活を身近で支える人でさえ行うことはできないとされてきました。在宅し

て当事者や家族が行う時点で、医行為と区別して「医療的ケア」という言葉が

生まれたにもかかわらず、やはり法的には医行為の一環であり誰もがケアを行

うことが出来ないので、地域で生活する、また、子どもたちが地域の学校に通

学するといった、「健康で文イじ的な最低限度の生活を営む権利」が剥奪されて

様聰

様

様

様

様
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きました。日夜の生活は、当事者 ◆家族ともギリギリのところで送らざるを得

ない状況にあることはご77K知 の通りで、既に自らの家族を死に至らしめる等の

悲惨な事例も報告されています。

2005年 3月 に、「在宅におけるALS以 外の療養憲者・障害者に文」する

たんの吸ヨ|の取扱いに関するまとめ」という通知が厚生労働省医政局より出さ

れました。この通知では、2003年 の「ALS患 者」に限定されていた「気

管カニューレ内のたんの吸引に限り」、「当面やむを得ない措置としてヘルバ

ーに認める」というものを、ALS患 者に限定せず吸引を嚇要とする人すべて

に拡大されました。しかし、対象行為がたんの吸引に限定されており、それ以

外の「医療的ケア」が全<検討されておらず、たんの吸ヨ|に 関する見直しも行

われていません。当事者の生活実態が全く直視されていません。早急にすべて

のケアについて、家族だけで抱えな<てもよい体制整備があ要です。通常のケ

ア・生活支援行為でなければ、一人ひとりが人間にlbLする生活を営むことがで

きません。また、2003年 以降ヘルパーによるたんの吸引が行われるように

なり、医療資格の有る無しに関わらず日常関わつている人による介護が、当事

者にとつて一番安全で安心できる介護だと、私たちは実証してきました。むし

ろ、医療従事者のいる病院や施設での トラブルが続発しています。そこで、抜

本的な解決策を策定していただきた<、 以下の点について要望いたします。

要望項 目

病院以外で行っている「医療的ケア」には、0平 1/m管理 (人工 0平吸器の操作 ◆

□鼻腔や気管内のたんの吸引 。気管力ニューレの交換・酸素投与・パルス

オキシメーターの着脱等)、 水分・栄養管理 (経管栄養チュープの挿入 。注

入 。抜去、 |∨日の管理等)、 服薬管理 (座薬挿入 。インシュリン投与等)、

じょ<そうの手当等、排泄管理 (導尿、留置カテーテルの管理、摘便、人

工肛門の処置等)等があります。在宅で行えるケアは全て、医行為ではな

<「生活支援行為」として、すべての介護者や教職員が実施できるように

して<ださい。

必要なケアを、「生活支援行為」として安全に実施できるように、介護者や

教職員の公的な研修制度を確立して<ださい。

「いのちを守りたい」という施政方針である新しい政権により、新たな人権

と福祉の枠組みづくりが進められるよう、強く要望します。

以上

2。

3.



在宅している当事者の生活のひとこま

《大阪府・K〈 ん・5才》気管切開・吸引 ,

人工呼吸器の装着・胃ろう部よりの経管栄

養・導尿が必要。在宅 3年 目。

《京都府・Tく ん ,7才》気管切開 '

吸引・胃ろうによる経管栄養 。夜間

人工呼吸器装着・ IVH・ 導尿が必要。

交流保育 していた幼稚園で、地域の

小学校に進学。

《大阪府・Nさ ん・16才》導尿 =夜間の留

置カテーテルが必要。地域の保育所、小中学

校を卒業し、現在、公立高校定時制に通学。

《大阪府・Mさん・10才》気管切

開・吸引 。経鼻経管栄養が必要。地

域の小学校に通学、教室内で授業を

受けているところ。

《大阪府・Nさん 。15才》吸引・経鼻経管栄

養 ,夜間人工呼吸器の装着が必要。地域の中

学校に通学、スキー合宿ではス トレッチャー

の下にスキーをつけて滑つた。



《大阪府・Rさ ん・21才》気管切開・吸引・

人工呼吸器の装着・胃ろう部よりの経管栄養

が必要。府立高校卒業後、ハワイ旅行のため

飛行機に搭乗 しているところ。2009年 より自

立生活開始。

《大阪府・Aさん・21才》吸引・経日経管栄

養 。人工呼吸器の装着が必要。自立生活を始

め、ウィンドーショッピングしているところ。

《兵庫県・Aさ ん ,24才》気管切開 '吸引・人

工呼吸器の装着・胃ろう部よりの経管栄養が必

要。1990年、4才で人工呼吸器をつけて在宅開

始。地域の保育所・小中学校・県立高校を卒業。

写真は小学生の頃。

《大阪府・Jさん》気管切開・吸引・IVH,導

尿が必要。脳内出血で倒れ遷延性意識障害が

あり、11年在宅。写真は自宅で入浴 している

ところ。

医療的ケアを必要としている人々の生活は、信頼のおける人によっ

て担われています。あたりまえに生活することによって、初めて人

らし<生きていけるのです。



【添付資料 2】

2010/08/09

「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」検討委員のみなさんヘ

人工呼吸器をつけて地域で暮らす子どもたちからの意見

人工呼吸器をつけた子の親の会 (バ クバクの会)

★折田涼さんより(大阪府箕面市)

私は、生後 6ヶ 月から24時間人工呼吸器をつけて生活しています。21歳になりました。現在、

週 5日 は親元を離れて、ヘルパーさんのサポー トで自立生活を送っています。

気管内吸引をはじめ生活していく上で必要なケアは全てヘルパーーさんにしてもらつています。必

要な医療的ケアをヘルパーさんにしてもらうことによって安心で安全な生活を送つています。

「経管栄養のチューブをつなぐ」ことが、看護師さんでないといけないとなると、自由な生活は

送れません。食事や水分補給などは一日合計 6回になります。また、ずっと家にいるのではな〈、

外出もします。その度に、看護師さんが経管栄養を…というのは不可能だと思います。

たんの吸引や経管栄養のチューブを外すなどという一部の医療的ケアだけを介護職に認めるので

はなく、必要な医療的ケア全てをできるようになつて欲しいです。

私たちも医療的ケア講習会を開催 していますが、研修時間は、医療的ケアの基礎知識と実習あわ

せて 4時間ですが、基本的なことはそれで十分理解してもらえます。後は、個別の研修を積み重ね

るしかありません。在宅での医療的ケアは、個別性が高く、個別研修を重視した、研修体制が必要

です。

★岸本 彩さんより(大阪府箕面市)

ヘルパーさん 2名の介助で、家から出て「ポムハウス」で折田涼さんとルームシェアをして2人

で暮らしています。親がいてもいなくても、そんなことに関係なく、私は私の生活をしています。

吸引はもちろん、全て私のケアを良く知っていて、私の気持ちをわかってくれるヘルバーさんがい

ると安心です。

私は入院 したり、施設に入つては生活できません。24時間必要なときに必要なケアをすぐにして

くれるヘルパーさんが傍にいる暮らし…地域であたりまえに好きなことをして、これからも暮らし

ていきたいです。

研修時間を 50時間にする案があるとか…。そんな研修は必要ないかと思います。基礎的な知識の

学びと、あとは当事者のケアをどうするのか個別に学べばよいと思います。経管栄養をつなぐのは

看護師でなければならないとするのも、あまりにも生活実態とかけはなれています。

もっともつと私達のように地域で暮らしている当事者の実態を調べてください。そして、地域で

暮らすためのハー ドルをあげるのではなく、下げる方向でいろんな意見を聞いて、もっと討論を深

めてください。私達の暮らしを守るための検討会であってほしいです。



★佐藤 有未恵さんより(大阪市)

私は 23歳です。0歳のときから 24時間人工呼吸器をつけています。 3歳から在宅で家族と生活

してきました。

在宅してからの 20年、家族、ヘルパーさん、学校では教師が、吸引をはじめ生活にかかわるすべ

てのケアをしてくれ、今までやってきました。医療者でない家族・ヘルパーさん・教師がケアして

きたことで、危ない目にあったことはありません。いつでも近 くにいる人がすべてのケアをできる

ということは、すごく安心なことです。

私の生活の中で、このケアは看護師しかしてはいけない、とか、吸引だけは認めるとか、細かく

決めるのはやめてください。生活すべてを途切れることなくケアしてもらえなければ、私は自由に

生活できません。

みなさんも自分の生活を想像 してみてください。ご飯を食べたりお茶する度にいちいち看護師さ

んにきてもらわないといけない生活を。そんな不自由な生活を想像するだけで暗 くなりませんか?

みなさんも私もおんなじ人間です。私だけ特別な生活をしないといけなくなるような決めごとをし

ないでください。生活すべてをうけいれるような改革を期待します。

私は 7月 から一人暮らしを始めました。これからの生活に夢がふくらんでいます。どうかよろし

くお願いします。

★平本 歩さんより(兵庫県尼崎市)

私は、24時間人工呼吸器をつけて生活しています。24歳です。地域の保育園・小・中・高に通い

ました。小 `中 日高の 12年間、学校にいる間ずつと、たんの吸引と経管栄養があるために、父が付

き添つていました。その父が、4年前に亡 くなりました。

現在、卒園 した保育園に講師として行つたり、買い物に行つたり、映画を見に行つたり…と、母

と同居 していますが、ほとんどヘルバーさんのサポー トで生活を送っています。普段の生活では、

バス・電車等の公共交通機関で移動しています。新幹線等で、旅行もします。私は特定疾患に当た

りませんし、私の住む県では、訪問看護療養費は、重度障害者医療助成の対象になっていないため、

訪問看護は利用していません。けれども、必要なケアをヘルパーさんにしてもらうことによって、

安心で安全な生活を送つています。

「経管栄養のチユーブをつなぐ」ことが、看護師さんでないといけないとなると、自由な生活は

送れません。食事や水分補給などは、一日合計 7回になります。外出中や旅行中でもチューブをつ

なぐ度に、看護師さんの派遣が可能なのでしょうか。

たんの吸引や経管栄養のチューブを外すなどという一部の医療的ケアだけを介護職に認めるので

はなく、必要な医療的ケア全てをできるようになつて欲 しいです。

私のケアは、私のことを一番よく知つている信頼できる慣れたヘルパーさんにして欲 しいです。

★巽 康裕 くんより(大阪府茨木市)

巽康裕、5歳。人工呼吸器をパー トナーとし、在宅しています。

初めは訪問看護を使つて生活していましたが、訪問看護は週 2回 1時間半、予定変更はききませ

ん。…なので、いつもママはクタクタ。だって 24時間のうち、たつた 1時間半だよ。僕のお風呂で



終わ りです。看護師さんにしか出来ないってするから、看護ステーションは大忙 し。往診みたいで、

あつという間に終わり、ママはちっとも休めない。睡眠不足に悩まされ、ずつと家にこもる日々。

ママがインフルエンザの時も、おたふく風邪になってしまった時も、パパはお仕事休めず、僕も

ママもすごく苦しかつたです。訪問看護さんに泣きついたけど、シフトの変更なんてとてもとても

出来る状態 じゃなく、39度の熱出しながら、ママは僕を看てた。僕は (誰でもいいから吸引して)

つて思いました。

最近、ヘルパーさんを使うようになつて、少しママの調子が良くなりました。1回に、看護師さん

より長い時間入れるから、僕のことをすごくよく分かってくれるようになった。す ぐに異変に気付

いてくれるから、ママは安心そうです。

もうひとつ、びつくりした事があります。僕は痰がたまつてても、あまり音がしません。だから、

慣れてない看護師さんでは気付いてくれなく、よく苦しくなります。けど、僕のヘルパーさんはす

ぐに気が付いて吸引してくれるから、すごく安心できます。慣れてない看護師さんの方がよつぱど

怖いです。

吸引なんて、慣れれば誰にだつて出来るし、導尿だって胃ろうだって。ママだつてなんの資格も

もってないよ。それなのにどうして親しかやっちゃいけないの?365日 24時間、お盆も正月も 30

分おきに起きて、ケアをして。                         ′

生活支援行為として、色々な事をみんなができるようになつて…僕もママも、普通の生活を楽し

みたい。高望みなんてしてない !ママも普通に寝たいし、体を休ませたい…と、いつも言つてます。

当たり前、人間らしい生活を送 りたいって。僕も、お友達と遊びたいし、ベッドの上ばかりじゃ嫌

です。

資格なんていらない。僕のことをよく知つてくれて、慣れた人が吸引や呼吸器管理をしてくれれ

ば、道はずつと開ける。どうかどうか、締めつけないで。僕達のこと、僕達の意見も聞いて下さい。

お願いします。

★西村悠作くんより(滋賀県大津市)

僕は、小学 3年生で、人工呼吸器をつけて呼吸を助けてもらいながら、毎日学校に通っています。

学校では、先生やお友達と毎日楽しく勉強 しています。毎日学校に通いたくて通つていたら、少々

の風邪 くらいへっちゃらで、4歳のときから入院もしなくなりました。

僕は1画性四肢麻痺で知的障害や呼吸障害も伴う障害児といわれているけれども、僕だって毎日学

校に行つて勉強したらいろんなことがわかつてきたんです。わかってきたからこそ、僕の気持ちを

知ろうとせずに、見掛けの状態やモニターの数値だけで判断する大人のことが嫌いになってきまし

た。一方で、一番に僕の気持ちを大事にしてくれてとても理解してくれる学校の先生は大好きです。

でも、先生と楽しく過ごしているのに、看護師さんが突然「はい、ごはんの時間だから、注入する

ね」と僕と先生の間に入つてきたり、親友とくっついてゆっくりしているときに横から「呼吸器つ

いていて危ないから少し離れようね」とか言われて周りの大人が親友と距離をとつてしまうことが

多く、とても悲しいです。泣けてしまいます。

僕にとつて僕の生活を支えてくれるのは、僕の気持ちを読み取ろうとしてくれる人です。注入の

タイミングだって時間が来たら注入してもらうのではなくて、おなかがすいたら注入してもらいま



す。また痰の吸引にしても、看護師さんの方が気管支過敏症の僕に対して必要以上にカテーテルを

入れるから下手なような気がします。僕にとつては、看護師資格の有無ではなく、最初は下手くそ

でも、僕に積極的に関わつて上手になってくれた人の方がよっぱど安心です。

これからの高校卒業までの学校生活の間に、友達や僕の気持ちを知ってくれるサポーターをたく

さん増やして、卒業後いずれは、友達と一緒に暮らしたり、もしくは好きな女の子と結婚したりし

て、親から離れて生活したいです。いきなり、施設やケアホームなどに入れられて、知らない人た

ちと一緒に暮らすのは嫌です。またお医者さんや看護師さんが生活の主導権を握ることは絶対に嫌

です。

どうか、一人一人の暮らしの実情に合わせたサポー トがしてもらえるような制度を作つてくださ

い。よろしくお願いします。

★小西草 1青 くん (埼玉県東松山市 )

僕は、夜間だけ人工呼吸器をつけて休み、日中はほぼ毎日外出している5歳の男の子です。以前

は訪問看護を利用していましたが、時間に合わせてわざわざ出先から家に帰るのがいやで、利用し

なくなりました。お母さんが手が離せないときは、吸引でも注入でも、 2歳上のお姉ちゃんが、上

手にやつてくれます。僕のことが大好きだから、一年生の時、お母さんが毎日やっていることを見

て、自然に覚えてくれました。僕のお母さんは看護師の資格をもつていて、それなりに経験もあり

ますが、資格のないほかのバクバクつ子のお母さんやヘルバーさんのほうがよつぱどケアが上手だ

と、いつも反省 しています。そして、僕の生きる姿に、看護学校で習つたような、紙面上の理屈が

通らないことがたくさんあると実感しているそうです。

僕は来年、お姉ちゃんと同じ小学校に通いたいと思つています。毎日お母さんが学校に来るのは

もちろんいやだし、経験があつても僕のことを何も知らない看護師さんがつくより、資格がなくて

も僕のことをよく知つている人にお手伝いしてもらいたいです。

★中村天哉 くん・ (母)中村万貴子さんより (広島県安芸郡 )

息子、天哉 (た かや)は現在、小学 4年生で 10歳になりますが、24時間人工呼吸器と共に地

域で暮らしています。在宅生活を始めて 8年が経ちますが、周りの方々に支えられて今日に至って

おります。

しかしながら、地域で当たり前に暮らしたいと思つていても、気管内吸引、胃ろうの注入、呼吸

器の管理、カニューレ交換など、いわゆる「医療的ケア」が医療行為とされているが故に、生活の

質と安全性が守られないという事態が起こっているのをご存知でしょうか。

こういつた行為は主に母親である私が行つており、息子がどこに行こうともれな〈私がついて行

かなくてはならない状況となっています。

在宅するということは、家の中でじつとしているわけではありません。地域の保育所や小学校に

も通い、映画を観に行つたり、大好きなカープを応援しに球場にも行きます。これから迎えるであ

ろう思春期になつても、彼らにとって欠かせない生活支援行為が医療行為だといい続けられる限り、

終始親が付き添わなければなりません。そのことが本人にとって大迷惑であることは、思春期を経

験したことのある誰しもが分かることだと思います。



実際、保育所、小学校共に予算がないから看護師が雇えないと理由で、私は朝 8時過ぎから16
時まで小学校への付き添いを余儀なくされています。学校でも吸引したり、アンビューバッグを押

すのは緊急時以外、私ひとりしか行えないことになっています。それらのケアが医療行為とされて

いるが故にです。考えてみて下さい。これらのケアに日頃から携わっているのとそうでないのとで

は、緊急時に命を救えるのはどちらだと思いますか。本当に、大事な命を救おうと思うなら、生活

に欠かせない医療行為 (医療的ケア)については生活支援行為として捉え、誰でも普段から関わる

ことが可能にする必要があると思います。何かあつた時の責任問題はどうするんだという組織の中

のお決まり文句は、何も行動に起こそうとしないから出てくる言葉なのではないでしょうか。

去年こういつたこともありました。私に、子宮頸がんが見つかり、手術をしなければならなくな

りました。幸い早期発見だつたため、二泊三日の入院で済みましたが、普段入つてもらっている訪

問看護師さんの、一日一時間程度の訪間では到底間に合うわけがなく、夫が仕事を休まざるを得な

い状況となりました。ヘルパーさんに医療的ケアができるのなら、入院中も術後も安心して過ごせ

たと思います。ヘルパーさん自身もやる気満々なのに、法律が壁となっているため、思いはあつて

も手出しすることができません。今後また私や家族が入院するような事態が起こつたらどう乗り切

ればいいのかと、これからの生活が不安に満ちたものになつています。本人は施設には行きたくな

いと言つているし、施設自体の受け入れも難しい状況です。

このように本人は元気なのに、母親の体調が悪ければ大好きな学校を休まなければなりません。

天哉には姉がいますが、その姉が病気になつた時もそうです。自分はいいから私に弟の学校へつい

て行けと言つたこともあります。インフルエンザや嘔吐 口下痢で苦 しんでいる状態で、なぜ子ども

がこんなことを言わなければならないんだと、腹立たしく思つたことは数え切れません。参観日や

行事にも行つてやれず、我慢させてきています。

どの子どもにもそういつた悲しい思いをさせないためにも、当事者本人の生活実態を見たり、実

際に関わつたりした上で、家族に認められている医療的ケアについては早急に生活支援行為と認め、

基礎知識の習得と個別の研修をすれば誰もが行える制度にし、安心して地域で暮らせるようにして

下さい。

大人の都合で物事を推し進めるのではなく、当事者の立場になって一緒に考えて欲 しいと切に願

っています。

★山本雨依ちゃん・ (母 )山本園子さんより (新潟県妙菖市)

人工呼吸器をつけた娘と地域の小学校に量子通学を始めて 4年 目になります。

吸引、経管栄養等のケアは保護者のみが行うということで、通常は校舎内の別室に待機し、必要

があれば呼ばれるという形でやつてきました。まるで一心同体のような状態ですので、私の体調が

悪 くてもそのために学習活動を楽しみにしている娘を欠席させるわけにはいかず、無理を押してで

も登校 します。が、中学生の兄の保護者会や面談等に出席しなければならない時はやむを得ず早退

させるなど、娘自身には直接関係のないことで理不尽を押し付けることになってしまいます。また、

娘から離れてはならないため、平日でなければ行けない銀行や役所への用事 (ほんの少しの時間で

済む用事)も なかなかできずにいます。

娘は、時々、排痰がうまくできず呼吸状態が悪くなることがあるのですが、その際の吸引は大変



です。 2本 しかない腕で、吸引しながら呼吸器のチュープを付けたり外したり、アンビューバッグ

を押したり…。そばで見守るだけの先生と介助員さんは何も手が出せずハラハラ。「せめて私たちに

も手伝えることがあれば…。」といつもおっしゃっています。

学校では保護者や教職員に対し、心肺蘇生法や AEDの使い方の講習を毎年行つていますが、「人

命救助」を何の資格もない一般人に許可しているのに、それよりもっと簡単な「日常生活行為」で

ある吸引 日経管栄養を保護者以外が行つてはいけないとされていることに納得がいきません。どち

らも人を助ける行為に変わりはないのに…。

それから、現在大変不便を感じているのが、訪問看護及びヘルパーの利用についてです。

訪問看護を週に何度かというふうに定期的に利用したくても、事業所の数や人員数の問題からか

なわず、訪問看護ステーションからあらかじめ前月から組まれた訪問スケジュールを提示され、何

日の何時から何時までと決められた時間以外は、例えば親が病気になり病院を受診したくても、子

どもを見ていてもらうことは難しいです。事業所も、少ない人員でぎりぎりまわしている状態のた

め、急に対応できないのは無理もないとは思うのですが、こちらも計画を立ててその通りに体調を

崩すことはできません。

また、親が外出中の留守番・見守りは、医療的ケアが許される訪問看護師さんでなければならな

いということにも疑間を感じています。これまでの娘の生活を通じて『専門性より関係性』という

ことが実証される場面を何度も見てきた者にとつては、医師免許や看護師免許、専門家か初心者か

ということは全 く問題ではなく、常に娘に寄り添い、信頼関係を築き上げてきた人こそが最良のケ

アをできるのだと確信 しております。

現に、担任の先生や介助員さんは医療的には何の資格も豊富な知識も持ってはいませんが、娘に

関しては顔色や機嫌、声の抑揚によつて訴えていることの違いなど、実に的確に把握されています。

それも、時間をかけて娘を見守つてきてくださつたからこそできること。新任の先生でも、2ヶ 月

位娘と付き合えば、初めは恐る恐る身構え接していた「人工呼吸器をつけた子」でも、当たり前の

感情・思いを持つた一人の子どもとして見てくださるようになっています。

医療的ケアの制限という問題も、ゆるぎない信頼関係をもつてクリアしていけるものではないか

と考えます。

★節原優花ちゃん・ (母)真理さんより (東京都国分寺市 )

私は、 11歳の人工呼吸器を使つている娘を自宅で介護しています。今はまだヘルパーさんに吸

引などお願いしていませんが、これから先、親はどんどん老いていくし、病気で入院することもあ

るかもしれません。訪門看護師さんでは長い時間みてもらえないので、うちも先のことを考え、徐々

にヘルパーさんにも痰の吸引が頼める体制ができたらお願いしたいと思つています。その際、研修

が 50時間になりそうとききましたが、事業所に費用を負担させるような形では、なかなか吸引の

できるヘルパーさんは増えないと思います。それに50時間も必要かな?と 思います。基礎的なこ

とを研修 したら、あとは実際吸引等が必要な人のところで練習していかないと、人によって手技が

違うので変に教えこまれてもヘルパーさんが混乱するのではと思います。

是非、検討会に実際本当に地域で生活している人や家族の声を取り入れてください。本当に必要

なことはなにか、困つていることはなにかを聞いて制度を作ってください。



★矢崎 響 くん・ (父 )修さんより (東京都東大和市)

我が家には 24時間呼吸器をつけて生活している息子がいます。平日は毎日学校に通つていますが、

保護者は学校待機です。帰宅後は、看護師さん、ヘルパーさんの訪間を受け、入浴、経管栄養、気

管内・口鼻腔内吸引、呼吸器管理等の医療的ケアや介助をサポー トして頂いています。ただ、看護

師さんの訪間には限界があり、保護者が 24時間体制で介助するにも限界があり、ヘルパーさんの協

力なしには生活が成り立ちません。ヘルパーさんが医療的ケアに関わつて頂くことは、子どもが地

域で子どもらしく当たり前の生活を送る為に必要不可欠です。

また、現在の検討会では、50時間の研修という案が出ていると聞いていますが、ケアを受ける者

は、個々に状態が異なり、一般的な基礎知識の研修を受けて頂ければ、あとは個別に在宅にて学だ

で頂きたいです。さらに研修に時間を費やす間、ヘルパーさんの訪間が滞つてしまうのも大変困り

ます。        .
実際の生活を知つて頂ければ、全ての医療的ケアが当たり前の生活を送る為の一連の流れであり、

ケアによって区別するものではないことを理解して頂けるのではないでしょうか。是非、私たち当

事者の生活を知っていただき、検討して頂くよう、心より熱望致します。

★松長 晃くん、(母)法子さんより (東京都東村山市)

24時間呼吸器装着。家族の介護力も限界に来ている中、ヘルパー・訪問 Nsのサポー トを受けな

がら在宅生活しています。主治医の指導があり、併設の訪問看護ステーションの管理のもとで、ヘ

ルパーにケアの実施を頼んでいます。家族以外で本人のケアが出来る人が複数名いる、ということ

が安定した在宅生活が送れると思つています。

50時間の研修、と聞いて、まず現場の理解がされていないと感 じてしまいました。受けてもらえ

るヘルパーがいるとは思えません。50時間の報酬は出るのでしょうか?ど こからでしょうか?さ ら

に安全に安定 した生活のために、ケアの出来る人を増やそうとしていたところでした。生活の見通

しが暗 <な る思いです。

経管栄養の接続は Nsのみ、というのも受け入れられません。どういう危惧のうえなのか、が、さ

つぱり浮かびません。

医療的ケアが必要であつても在宅看護ではありません。まるごと生活です。「介護職員等によるた

んの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」によつて地域差がなくなる整備は必要か

と思いますが、どうか、本人たちの実生活を取 り入れた検討を重ねてください。

★深水啓生平 くん・紳平 くん・ (母 )深水武智子さんより (東京都)

我が家には人工呼吸器を使用している21才 と 17才の子供がいます。上の子は病院に入退院。

下の子は在宅をしてから10年が経ちます。最近は上の子も家に帰ることが多くなりましたが、下

の子が特別支援学校に通つており、人工呼吸器を使用していると言うことで、付き添いを余儀なく

されておりますので、本格的な在宅に及ぶことができません。二人揃つて家にいる時は、それはも

う朝から朝まで、つまり24時間、休む暇もありません。それでも、やはり家族揃って過ごすのは

にぎやかで楽 しいものです。二人にもそれぞれの生活ペースがあり、それを充実させる事が出来た

ら、本格的な在宅生活を送れるのにと思つています。



ヘルパーさんを利用していますが、医療的なところは母親や本人が行います。例えば朝の整容で

は、丁シャツを頭からかぶつた中途半端な状態でカニューレの着脱があり「お母さんお願いします」

と呼ばれます。歯ブラシは吸引器で日のヨダレを取りながらになりますが、我が家では本人がチュ

ーブを持つて吸つています。ヘルパーさんも、やつてあげたいけど自分は看護師じゃないしと言わ

れます。

子供が二人の時はなおさら、朝から働いても働いても片づきません。外出もしたいのですが、準

備にも時間がかかります。往診医には、まるで病院みたいだねと言われました。訪問看護師さんが

いない時間帯は母が看護師のようなものです。病院なら交代制ですが、交代する要員はいません。

介護をする自分自身も次第に年を取つてきて、無理が利かなくなって、病院に通うこともありま

す。地域の健康診断も受けたいけれど、訪問看護師さんの時間だけでは、何時間かかるか分からな

い診察や検診を受けられません。どうしてもと言うときは、夫に仕事を休んでもらうしかない状況

です。

このような生活を支えてくださる力となるのは、医療職の方だけではないと言うことを強く感じ

ています。医療行為ではない、医療的なケアを一緒におこなつてくれる人の力が必要です。サポー

トしてくれる人材が必要です。それからtい くら制度だけを整えても、実際に手を挙げてくれる人

が見つからなくては、お願いする事が出来ません。仕事に見合つた賃金も必要でしよう。研修時間

を50時間にするという話も聞きましたが、技術や研修は、それぞれの家で学んでいけると思いま

す。在宅はしたけれど見てくれる人がいない、在宅難民にだけはしないように検討をお願い致しま

す。

★粘平明秦 ち ゃん・ (父 )精平言志 さんよ り (東京都立川市 )

3歳の娘は、先天性の難病のため、人工呼吸器を使用し、痰の吸引や胃ろうからの経管栄養など

の医療的ケアが必要です。人工呼吸器と車椅子をパー トナーに、旅行やコンサー トなど、あちこち

お出かけしています。また、現在は看護師が介助員として付き添い、保育園へも通つています。し

かしながら、医療的ケアが許されているのが看護師だけのため、付き添いの看護師がいないときは

登園することができません。このことは、娘が地域で生活する上で、大きな壁となつています。そ

の壁を取り除くのに必要なことは、有資格者を看護師に限るのではなく、介助員や保育園の先生な

ど、娘と日常的に生活を共にする人が経験を積んで、痰の吸引や経管栄養をできるようになつても

らうことだと思います。娘の介助を行つてくださる看護師さんの募集はなかなか集まらず、非常に

苦労しました。関わる人が誰でもできるようになれば、安全面はより向上します。ひとりだけに任

せていては、その人が急要で帰らなくてはならなくなつたときなど、誰もケアができる人がいなく

なつてしまいます。

日常必要な医療的ケアを行える人が増えてくれることが、医療的ケアを必要とする人たちがもつ

と社会で過ごすことのできる道だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。



【添付資料3】

ヽ露↑⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒%
子・いのちの宣言」文

(       ゎたしたちは、みんなFli黒 :てぃるにんげんです。
で            

いつしようけんめいにいきています。

(                 
くふたっ>

( ゎたした」n、 illλ」∫碇■淋んとし■
(            

たいせつにすることが、 もとめられています。

(                <み
っつ>

(  
どのいのちも、ころ

[1:i、 :[il[「L;][】 lん

でもいけ「せん。

(        
とお―いいきかたと、 とおといいのちがあるだけです。

よっつ>      ・

なたのかわりもありません。

つたしのいのちを、せいいつぱい、

6                 

いききるだけです。

いつつ>

のヽちをうばうことをゆるしません。

、わたしたちのことをきめないでとさけび、

そ
¨ゆぬ剖や批…Jtt m¨みいに…討。

人工呼吸器をつけた子の親の会 (バクバクの会)20100731
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平成 22年 8月 9日

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会

座長 大島 伸一 殿

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会

試行事業案に対しての意見書

TILベンチレーターネットワーク 呼ネット

代表 小田 政利

東京都自立生活センター協議会 (TIL)事 務局

〒190‐0022 東京都立り|1市錦町 3‐ 1‐ 29 サンハイム立川 lF

電話番号 :042‐ 540‐ 1844 FAX:042‐ 540‐ 1845

委員の皆様におかれましては、 日頃より重度障害者の在宅生活の向上にご尽力いただき

感謝申し上げます。

私たち 「TILベ ンチレーターネットワーク 呼(こ )ネ ット」は、人工呼吸器を使いながら

自立生活を送る当事者が中心となり、同様に人工呼吸器を使つていても地域生活を1差 りた

いと思つているユーザーの相談 。情報交換・自立支援の場として 2009年 3月 に発足し

ました。現在全国各地に60名 を超す会員がいます。

今回、開催されている「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に

関する検討会」に対して、毎日の生活に常時医療的ケアのZ、要な当事者の視点から、意見

させていただきます。

私たちは、施設や病院ではなく地域で生きていくうえで、医師や看護師など医療従事者

ばか りからではなく、ヘルパーからも地域で生きていくために必要不可欠なケアをくすで

に、 日常的に受けています。その際は、利用者 当事者の自己責任の下、かか りつけ医、訪

問看護師の方に必要に応 じて繰 り返し適切な指導をしていただき、今まで 1件の事故も無

く、安全に行われてきております。

今回、その現状を法的に認めようという流れはありがたいことですが、今行われている研

修以上の研修を義務化することについては、断固反対です:

以下にその理由をあげさせていただきます。



ヘルパーの研修に 50時間を割くことは現実的に不可能です。

医療的ケアを行 うヘルパーは常に人手不足であり、またヘルパーの入れ替わりも激 しい

ことから、迅速に現場に入つていける仕組みが不可欠です。他の派遣に入つている人、日

中学校に行っている学生などは、50時間もの研修を受ける余裕はありません。

それに加 え、訪問看護師とヘルパーが数回の研修予定を合わせることさえ難 しい状況に

あります。

また、50時間の基本研修と20回 もの実施研修を課す試行事業では、利用者のZ、要に応じ

て臨機応変に研修を実施できないことが問題です。研修を修了し要件を満たした職員しか

現場に入れないことになると、介護派遣事業所は医療的ケアの必要な利用者のもとにヘル

パーを派遣できません。吸引等のケアができるヘルパーが激変してしまうからです。

そして吸引をお願いする当事者も、吸引の研修のために家から出られなくなってしまい、

何のための研修か、本末転倒な結果となります。これでは、在宅生活の後退と言わざるを

得ません。

なぜ講義 50時間+20回 の実地研修という数字が出てきたのか、理解できません。障害

者の地域生活の現状に対する認識が不足しているとしか考えられません。

私たちが障害者施策の中で行つてきた研修では、現在の重度訪間介護従事者養成研修の

追加研修部分 10時間に、現場での個別実地研修 (看護師の指導数回+利用者本人からの指

導)を加えるだけで、十分安全に医療的ケアが行えるという実績があります。重度訪問介

護者やヘルパー 2級の資格を持つている以上の条件は、必要ありません。

吸引の方法は個人により千差万別で、研修を受けた時間数が介助の質に直結する訳では

ありません。 自己決定ができる身体障害者の私たちにとっては、生きるために老、要なケア

に資格要件を設置 したり、研修の時間数を延ばして、医療的ケアをマニュアル化するので

はなく、現場で、医療従事者と利用者が協力し合つて、各当事者に合った個別の医療的ケ

アができるヘルパーを育てていくことが、最も安全な方法で在宅人工呼吸療法が広まった

90年代から、20年以上の実績があります。

今回の試行事業案では、安全にこれからのケアが在宅で実施できるヘルパーは激減 し、

医療的ケアの必要な障害者は、確実に地域で生活できなくなります。「地域移行、自立支援」

を掲げている今の政策や、障害者の権利条約にも逆行することとなり、認めることができ

ません。  
｀

従つて、現場を知る上でも当事者の声を聞き、この試行事業とは、更なる研修システム

の検討を求めます。支援費から足かけ 8年、医療側と連携してやつてきた現状を理解 して

いただき試行事業の検討については十分に時間をかけていただきたいです。



三室委員提出資
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特別支援学校でのたんの吸引等の研修について

東京都ヽ

'光
明特別支援学校長

二 室 秀 雄

特別支援学校では、看ittmiを 中心としながら教員が看護師と連携 して実施しており、

特別支援学校で教riがたんの吸引などの実施が困難になると、保 i隻者が付き添はなけオ1′

ば児 it生徒が授業を受けられない状況に戻る.

1.全 l・ lの特りll支援学校長の意見

全国特別支援学校肢体不白山校長会の各地j成 の代表者に緊急調査を実施した

(全 |,1特 別支援学校肢体不 |1山 教育校長会役員の北海道から九州まで37校の校長が

[fl答 )

(1)た んの吸り1等でのlf故について

たんの吸引等では 1卜 故は起きてい/1・ い.

② 50時 出]私と度の研修について

多くの学校で実りl困難であり、教員がたんの吸り1等 を実施できなくなるとの回答がル)

った .

メl「 111

・ 教師は教育を行うことが主たる業務であり、そのための研修が必要である.50時
‖11の研修をイ∫う||キ「月の確保が できない、

・ 教員の場合は、障害ITl別 を超えた異動や、小中学校・高等学校への異」lJJに `kっ て、

たんの吸引等のスキルを発揮できなくなる.50時 ||り の研修を融:す ことでたんの吸

引等をおこなう教員が減少する.こ オ1′ まで実施してきたことをつぶすことになるⅢ
。 障害の重度化。多様化に伴 う様々な研修、地域のセンター的機能としての役害1な ど、

日常及び体業叫1においても多忙を極めているⅢ50時間の研修に専念できる教員は

極めて少数であるれ

。 たんの吸引等に関わる教員は約 30名 であり、50時間の研修を終了するには 4句ニ

から5年かかることになる、

。 50時 111の ,F修を終了してい/1Nい 教員が刻応できなくなり、安全確保が困難になる.

③ 研修時‖1に ついて

10時間から20時間程度の研修が必要との意見が多数をしめたⅢ

メl!「11

・ 個別の児li生 徒の障害の状況を把握 している.

・ 不特定多数の児童生徒を対象にしていない島

(特定の教員が特定の児童生徒の対応をするという前提で行つている.)



。 学校内の看護師が常駐するなど看i雙 師との連携の中で実施している。

・ 教師が行 うこと、看護師が行うこと、 ri・ 護師と共に教師がおこなうことと区別して

いる。教員が実施する内容は制限されている。

・ 看護師のもとで研 1雰を受けた教員の実施体制で安全に行ってきた。たんの吸引等は

教育を支えるものであり、教育の」■|‖]性 とは別のものである。教員が現在たんの吸

引等を実施していることの意味は、授業の流れを妨げず、児Jt生徒との関係性が重

要であると考えているからでル)る。

2.指導医の意見

東京都の特別支援学校でたんの吸引等について指導している医師に研修のあり方に

ついて意見を開いた。

特りll支 援学校で教員が実施するたんの吸引等は、個別の研修を必、な1と するが、介細職

員等が一般的業務の一つとして行うために必要とされる研修のレベルまでの城務付け

はなくても良いと考える.

りE I11

・ 特定の佃別の児童生徒に対してのみ実施している.

(教員がり1修 を受けていね′ば不特定の生徒に行える制度では/1・ い。)

。 対象と/t・ る児 itイ |:徒 との関係性が確立していることをli,提 に実施している。

(児 11月1徒 の状態の把握やサインの把握ができ、たんはあっても吸引をしなくても済

lFよ うな対ルさをイ∫うことができる。)

。 教室などで複数の学校スタッフがかかわっている場で行われるので安全性も確保さ

れ や

―

l~い 。

: たんの吸り1及び経管栄養に関する

'コ

1識 。技術についてのイリi修 は必、要である。

(特 別支援学校の教員は、障害に|)Jす る力1識や安全管理に1用 する力l識 等は教職員の研

修のなかで実施さオ1′ 、知1識 を有している .)

3.各都道府県の教員を対象とした研修

者|`道月廿り供に .kリ イツ「修1寺 11レ Iヾtイ貪つている。

たんの吸引等の実施を開始した‖キ期よりも研修時r11を減らしている者|`道 府県がでて

きている。

4.研修のあり方

介護職員等が一般的業務として行 うための研修と特別支援学校で教員が看護削iと 連

携 し個別の児li生徒を対象に行うための研修とは研修内容を区別する.

各都道府県で作成されている実施要綱に基づいて、研修を行うことでこれまで通り、

たんの吸引等が行えるようにすることが必要である。



都立肢体不自由特別支援学校における医療的ケア実施要綱

1 目的

都立 ll」K体不 自由特別支援学校 (以 下「学校」とい う。)に は、日常的に医療的 li己 慮を要する

児 11。 生徒が多数在籍 してお り、健康で安全な学校生活を送るためには、学校生活企般にわ

たつて、きめ剰1か い医療的な配慮のある指導を行っていく必要がある。

このためには、 1‐旨導に1チちわる教員が、児童 。生徒の医学的観点からの理解 と如1識 を深め、

看護師 とのi■ 携・ 協働を緊密に行 うことにより、児童 。生徒の 「健康・安全の指導」の一層

の充実に向けた体鮨1を 1脅 備する必要がある。

本要細は以 Lの ことを踏 まえ、学校において日常的に医療的 ク
｀
アが必要な児童・イL徒 に対

し、安全かつ適リリに医療的 ケアを行 うための実施体枯1の 1整 備を |1的 として制定するものであ

る。

2 事業内容

(1)医療的ケア実施体 |卜」の整備

①  lク1療 的 ケア実施体制 t/9整 備のため、学校は1旨 導 |,1を 委 llliす る.指導医の委嘱及びI哉 務

については、 りll li己 1(こ ,t′)る ところに rtる .

② 学校は、校内に 「医療的ケア委11会」を設置し、「
1医 療的ケア実施要領」を作成するⅢ

③  Jじ貢者|`教 育委員会は学校と綿密な連 |りちを|ヌ |る とともに、医療的ク・アに|;Uす る医療 。療

育機 1月 との連 Jチち。協力体lJを オ|:築する。

(2)教職員のイツ「修

東京都教育委員会及び学校は教職員の医療的ケアに関する資質の向上を図るため、その

職 flTlに 応 じた基礎的 。専|り l的イツF修 を行 う。研修計 lllllに ついては、別記 2に 定めるところに

よる ,

3 実施対象 とすることができる医療的ケアの範囲

学校において実施対象とすることができる医療的ケアυ)範レJは以下の項 IJと する。

(1)1吸 う|

(2)経管栄養

(3)導尿

(4)コ■ア ウエイの管理ll

(5)定時の薬液の吸人

(6)気管リリ開部の衛 /11管 理

(7)門 ろ う 。腸 ろう部の術生管理

(8)酸素管理

(9)人工呼吸器の作動状況の確認及び緊急時′)連 絡等

校長は、 li業 の安全性を確保するため、児童 。生徒の実態、 11治 医及び指導 |え の意見、

学校の置かれた環境等に応 じ総合的に判断 し、
rF校 において実施対象とすることができる

医療的ケアを前記の範囲から選択 し、「医療的ケア実施要領」で規定すること。

4 実施者



医療的 ケアの実施者については以下のとお りとする。

(1)「咽頭の手前 までの吸引及び看 i隻 師による確認後 (17げ:チ ューブの先端確認)の 経管栄

養 (∵1ろ う。
1場 ろうを含む)」 を標ЦL的 な範

"Jと

し、看護師の指導・助言の下教員が実

施司
~る

ことができる。

ただ し、教員が医療的ケアを実施する場合は、看護削iが 常駐 していることを原則 と

する .

(2)L記 (1)を 除 く項 目については、看護師が実施することとするが、新たな実施体11

への移行に配慮 し、当I面 は1交 長が指導医と協議の 11、 限定的に認めたり切問及び項目に限

り、教員 も看護師 と連 Jチち・協llllJし て対応することができる。

5 予算措置

学校には、事業に必要な経費を別途配付する .

6 事業実施計画書及び事業実施報告書の提出

校長は、毎年度当初に「医療的ケア実施計画書」 (様 式 1)、 「医療的 ケア実施報響iギキ」 (様

式 2)を 教育庁都 立学校教育部特別支援 4yyx育 課長へ提出する。

7 その他

(1)こ σ)!|ザ 球ヨま、 ｀
「 りjえ 6イ114チ〕l Hよ り‖‖ク台―l~る .

(2)こ の要綱に定めのない 1千項については、別に定める。

「|1則

こσ)1要 剤司|ま 、 ｀
14ルえ  6411  4り ! 1 日か ら方位イj―l~ろ Ⅲ

`付

りlり (一 部改 iE)

この要細|は 、 1え成 10イ11 4月 11Jか ら施行す る .

I付 ナlJ(一 部改 11:)

この要綱は、
｀
14成 16年  4り]1日 か ら施行す る .

lll・ 1員IJ(一 部改 111)

この要利司は、 114ルえ1 6イ 111 2月 1 日か ら施イ了
‐
l~る

.

附則 (一 部改正 )

この要綱は、
｀r成 17年  3月 1に |か ら施行す る.

附只J(一 部改 」l:)

こυ)要獅いま、 1lヵえ1 8イ]1  4月 1 日/7Jヽ ら方仁イテ
ー
l~る

附貝J(一 部改正 )

こσ)要剤司は、 ]ZFえ 19イ1= 4月 1日 か ら方仁4子 司
~る

.

「付貝」 ( 
‐
部改 ]1)

この要剤副は、 ]4ルえ21句■ 4'11日 か ら施イ予
~l¨

る ,



別記 1「指導医の委嘱及び職務について」

指導医は、医療的ケア1瞥 備il千 業の中核をなす 1)の であり、学校において作成する 「医療的

ケア実施要領」に基づき、医療的ケアの実施環じt等 を171Jl案 し、医療的ケアの安全な実施のた

め、1旨 導 (指 示)。 助言を行 う

したがって校長は、委嘱に当たって、学校における児 11・ 生徒の実態等にかんがみ、医師

の選定 。確保に努めなければならない。

1 指導医の委嘱

校長は、指導医を委1帰|す る

2 指導医の主な職務

(1)Jf業 全般にわたってグ)職務

① lえ 療的ケアの実施に1月 するII療 |力 iで の総合的/AN判 断

②看itt ll lへ の指導・助言

③校内研修・イ,F究 等での指導・助言

①主治医との連絡・調整

⑤東京都教育委員会が実施する協議会・調1盗 会等ヘグ)出 層i

(2)医療的ケア実施手続きに1用 する職務

(Э :l:治 医′)「 医現て山勺ケアに関J¨ る1旨 ンド書」の確i認

②医療的ケアを4∠、要とする特定の児Ⅲl・ 生徒の検l診

③実施 予定者σ)llllり l1/1j「 修指導

①学校で行 う医療的ケアの範υH。 内容 ,実 施者の認定

⑤医療的ケアの実施マニュアルの作成 。検許|に 際してσ)助 li

⑥医療的ケアを必、要とする特定の児童 。生徒に対する医学的力1識 や技能、緊急時の焦l応等

に関する教員等への
1・旨導・助言

⑦医療的ケアの実施状況の把握と確認・指導

③主治医への実施状況の報告

3 指導医の検診・指導回数等

「検診」及び 「指導」を年間 39巨l(週 1日 程度)を 限度として実施する。



別配 2『医療的ケアを必要とする児童 コ生徒に関する研修計画J

l 趣旨

学校における医療的ケア実施体11の 1盗 備・充実を図るため、その職務に応 じた医学的如1識

の習得及び重度・重複障害児巧1・ 4i徒 の医療的ケアに1用 する知1識 と技能を習得するととt)に 、

医療的ケアを必要とする児竜・生徒の日常の学校月1活 における1//11康 4オ 馴!や 17/11康 の保持 。増進

等の1‐旨導に資するため、下記の研修を実施する。

2 内容

以 下の研修について、教諭、養i隻 教諭、看護師それぞねンの職能に応 じたイツF修 を実施する

(1)東京都教育委員会が実施する1)の

① 重度・重複障害児11・ イ11徒 の医学に1月 する基礎的知1識 ・技能グ)習 得

②  ![度 。重複障1与 児囁
′
:。 イli徒 の1矢 療的ケアに1用 する専門的かつ実践的知1識 1技能の習得

③  lrt‐ 度・ ,■ 複障害児11・ 生徒の1,(食 指導と食1杉 1よ のでIll呵 的かつ実践的知1識・技能の習得

① 重度・重複障害児薔t。 生徒の緊急時の対応に|;り する知1詰t・ 技能の習得

⑤ 覗度・ 1■ 複障害児峙い 生徒の |ヨ
N li活 動に1月 十ろ知1識 。技能の習各l

③ その他必要な研修

(2)学校が1交 ノ]で 実方缶―l~る )ヽσ )

① 屯度 。
1■ 複障害児 |い イ|:徒 の医療 llの 配慮 JT項や医療的ケアに関する基礎的力1詰tの 習

得

②  l[度 。1■ 復障害児五1・ イli徒 の医療や看i隻 に関する情報の習得及び技能の向 11

③ 緊急時の対応の方法の習得

① その他校内で行 う必要な研修等

(3)東 京者

“

教育委員会に 1押 請し、予算li己 付及び研修受け人オ1′ 医療機関 。施設等について、

東京都教育委員会の協力を受けて学校で実施する1)の

① 医療的ケアに関する佃別l研修

② 医療機関・施設等の臨床において行 う研修

③ その他必要な研修



男り利(1-1

研修会 I【摂食に関する講座】
内容 :l■度・ 1[復障害児童 。生徒の食lli4旨導と食形態に関つ

~る
専門的かつ実践的知品t。 技有ヒの習得

:柳 11

喬号
日時・場|フ i テーマ・識請F 内 容 定 it

1

7月 27日 しk)

14:(D-17:00

東京倒精ヽヽ1支援教育

1lL雌
(イ

||'1〔↓あ〔)

「夕〔食機能障害の理解と

そσ)').t」

‖召和大学1医学部教授

1ll′rl   l券

σ il齢期の|,{食・1に

~日

`颯
!手υ刃1弩l劇・りli態

C`Ⅵ肯制切の1,〔食・けに日常J子のリスク管理

GiJl!にのサ1坊策

C経管栄養

100:名

★このi‖夕1こは、喘釧刻建劇 ttti‖‖こ1る 「特別支援Fi句芝における摂食指導り修 会ム邸嚇障,11」 と兼ねる。

2

8月 2日 (月 )

9:30-16:30

(全 11)

東,i(都 4寺別支援教

嗣イ饉蜃i

(ヤ |:梨友)

「特別支援学校におけ

る食
'111綺

導1/9進め方」

H召和大:ギ:歯学枷
`別

受

向リト 美暮

昭和大学歯学部准馴妥

弘中 祥司
‖子]不‖りごIIヤギ:吉

|`

大う1坑  7T山晰 |‖ |」
4‐

大
`Ⅵ

坑 7f田  :li吾

04i活の場における食 llの iり:題

〇摂食・ヽ1に F障害υ翡1因疾患

〇摂食機能の機能発達と「ri写

○食事の自立の発達過程とそグ)障害

〇暉に下障害υ)評 1‖ri4冷期の摂食・1に ド障害υ)評

lHi″ 1

0学齢期υ)摂食・1に ド1軍害への支援方法

lf例紹介

グループワーク

120名

3

(1)

8月 311(火 )

9:130^V16:30

(全 ll)

東京欄‖寺別支援教

Filイi進11

(ヤ 1楽坂)

「
|:〔 食・1‖〔下障害への教

ri現場における対応①」

昭和大学歯学者|;准別受

リム||:  ネ羊ill

‖イ7和1大うt″
『羊音|;

りJ 教 久保|||一 見

助 教 中川 I」「
i

人う1坑 リチ村
‐

佳llL

大
`γ

l坑  ィf‖ 1 11吾

(Dlヽ1食指導に関する実習 1

摂食 。嘔1に F機能υ)り i財く

押〔食・叫[ドの発達i迅程

九lll施的指導法 (九:本姿勢、,介 1カ法、 11空ケア、

銀部υ)リ ラクセ・―‐ション、叫【Ftti山 、「」14りη辺筋υ)運動

|い尊)

搾〔食‖甘旨導 (食物形態υ)選択、りに下1旨導、11肯食

1旨:書1)

60名

３

２

8り1411(/1く )

9:30-16:30

(全 国)

東京欄
`特

別支援教

育推進室

(神楽坂)

「1冥 食・1に F障11へυ)教

育現場における対応①」

|1召 和大学歯学部利受

F可り1=美志

昭和大学歯学部

助 教 久保田一見

助 教 井 L 吉登

大
`ギ

1院 ″撼邊 TIネL

人ヽ 1坑  71時  l吊 子

60名

1

8月 51コ (イ()

9:30-16:30

(全 日)

東京都特別支援教

ヽヽ 進室
(神楽坂)

「摂食Jに 日ヽ γittr、の教

資現場における対応②」

昭和大学歯学部劉受

向井 美悪

昭和大学歯学部准剃妥

]ム
に

|コ  ネ羊青l

昭和大学‖子11部

大弓1坑 1嶋 l晋ネL

大引先 野村
´

(1:1lL

O摂食指導に関する実習 2

ワークショップ

事例をi flして

' 医療との連携のあり方
。 家庭との連携の方法
・ 評lllli方法と指導方針 等について

120名



★講座 2と 3と 4棘 わせで、3日間い して難 できる者のみ申しb)
(3については、(1)も しくlt(2)のどちらかを受i‖

‐
|る。)

☆1も しくは2のみの受Ftttif能

備考
|★警循「通曇に高‖鷹を生鮮ti:腐

ご
8峨策省條Trれ

者`を優先する。
★中し込み多数υ)場合は、学校ごとにlillll化 を行うr

各校の副校長を通 して受i体が困難な旨を連絡する。

★受講が決定した方には、7月 に本「|り 14の詳しい案内を送イ十〕^る。

○ この講座は、r月交健康推進課に`kる
「特別支援学1交における摂食1旨導研修会専門講座」と,tね

る。

号|1紙 1-2

研 修 会  Ⅱ 【医療 的 ケ ア に 関す る講 座 】

内容 :重度・lfl複 11章害児11・ 生徒の医療的ケアに関する嘲 lり的・実践的知]識の習得

融
勝 「1時 。場りi テーマ・i伸ηi 容 定 li

わ̈

7'130日 (金)

l i3:30-16:30

東京都特別支援

教育推進11

(llll梨友)

「準救急的状態へυ)対

″ι:年卜」

:|1師 :心身障害児総合

医療療
:Fiセ ンター1矢師

中谷 ‖券利

○子ど1)の「1常的な様子や数値的な把握υ)必要性

OSI)021直 と∞211'υ )知1識

O引交における救急llli置について

(H:F吸の トラブル、痙子弾く'急な‖田111′ のヽ対応、食事|1lυ )

[J形物による空,日、′ヽ1/D配は、吸り|に 111う J女急的な状態、
‖
1情セ、グ)対ル林、気管LJl開 に|)り

~る
トラブル、′とJI林′ッりヽ

‐

―ジ、低11糖、逆渭J4:食道炎、シャント不全、偶り「、

尿閉による腹り市、■Vll,11、 叩吸1川難等)

100名

6

8り]10日 (火 )

13 : 30-16 : 30

東京都4寺別支1及

教育推進室

(れ

":級
)

「
|“1 ドF章

′
吉と,t`雌 11'

ll11」

言1111:欄
"JF∫

中瞭育

センター医師

渥美 聡

〇″l口【υ)症状とその防御機 、ヽ″Jlに′)防 |liグ )ためυ)配慮、

1リセ1にυ)評佃iと 対元1について列勁子を深める。

〇経管栄養法、「]ろ う、腸ろう等の対応、注人σ)実 1際に
ついて専「 油勺な技能を身につ|り る.

0胃食道逆流,li、  |´ 二枷 1場通過障害、使秘等、lfl‐捐:心

身障1誓児に見られる消化1lυ )|||1題 と対応について到駒r

を深める。

100名

7

8り 111「ヨ (水 )

13 :30-16 : 30

東京都特別支援

教育推進室

(神梨反)

「呼吸管理I!と 呼吸 1章

害、気管切開′)4キ理」

講師 :東 大和療育セン

ターlill院長

鈴木 文晴

〇鏃 _′とヽ身障害児者の呼吸不全、叩吸障害の諸要1人|につ

いてJlj勁準を深ど)る。

○晨興1に
。分7酬勿σ)晰:留

、呼吸1半害への対策、 L気道狭窄、

胸劇

“

I平吸運動障害への対応、排痰の介I力及ひ政り|の実

1際について専門的な技能を身につける.=

O気管切開の管FIJこ ついて、却感と注意点を知るc

100名

8

8り] 12 1ヨ  (イく)

13:30´ 1ヽ6:30

東京欄針寺別支援

教育推進室

(神級 )

「重症′き身障害と医療

的夕
‐
ア」

:樺師 :都 立束部療育セ

ンター

益 1山  青働職

○重症児の病態 (運動器系、精神神経系、叩吸器系、消

化器系、白律神経系、内分泌系、感党器系)等につい

て知る。

O重症児にとつての医療的ケア1/h意味、経管栄養、日Will

腔吸引の必、要|」 i、 経鼻エアウェイ、気管切聞、導尿につ

いて理解を深める。

100名



別紙1-3
研修会Ⅲ 【自立活動に関する講座】

内7ド :ill」 t。 ,i複日■好児11・ 生徒の「!立活動に1判する島螂榊勺知1識・技能の習得

研修会 Ⅳ 【看護師及び養護教諭を主な対象とした講座】
内容 :特男1支援

′
/校等に勤務する養i護教諭及r_晰護師 (非常 llJ」含む)、 医療的ケアにかかわる教諭等を対象とした

医療的ケアに関づ
~る

実際的知l識及び緊御時の劇応に1月司
~る

知識の習得

:1柳 14

番け
日時・場所 オーマ・講師 内  容 定 員

9

8月 6にlα笠)

9 : 30^-16 : 30

東京都特別支援教

育it進室

(||:即友)

「姿勢や運動の援リリと

〔い1活動」

i講師 :心身ll ii害 児総合

医療療育センター理学

1京濯tll l公 |1 11ψく

〇感覚と運 llJJ、 姿勢と運動、いろいろな姿勢の利′li

(講義)

○「]立活動における援助 (実習)

60名

座

号

講

番
11時・場,り i テーマ・illll鶴「 r/.J ?r 定 員

10

8り1 113 11(〈 ,)

13 : 130～ 16 : 30

東京欄;特り|1支援教

育ヽ ■‐進掌

(神楽坂 )

「
l・

it:Jの ある rυ )緊急
Hキのキl力ιlにイ)い‐

(」

:出鶴,:欄 :立束部療 Fiセ ン

ター医師

オ‖1崎 ネ谷洋)

〇救創背ヤliυ )1月 1り 的内容

(呼吸グ)ト ラ
~/ル

、夕0払〕急な‖

“

illン グヽ)対すι(、 救急にな

る1卜態υ)r'1坊的 f・測的力!応、いp吸状態が悪くなつた時
グ)対応、気道確保、器具を使つてυ)対応、食llitt1/91り

,形4勿に.;〔 る窒′留、/ヽ′)配慮、具4勿除去、吸引にrFう 救急

的な状態、気管切llrlに 1月するトラブル、低11糖、lliuk

,1流性食道炎、共食の危1険、シャントイく全、
′
H・折、尿

閉による腹l ii、 熱1り 11、 緊張に〕こる唇を‖‖]む等グ列I我、

叩畑 難等)

100名

11

8り1 161ヨ  (りil)

13:30-16:30

東京御
`特

別支援教

汽ヽ 進雪:

(神楽坂 )

「医療的ケアと健康41

Fllυ 瑛 際的諸円]題 と注

意点」

:詢争「:心身障害児総合|エ

療療育センター

むらさき愛育園lk・

Jヒ ll三  1映 1

〇経管栄養711人 (経鼻留羅i糸墜管栄養、経 IJネ ラトン法、

胃ろうなど)、 胃ろう管理、吸引 (う刺4、 |]14:、 機1判 カ
ニューレ)、 気管切開管Jll、 酸素管理、導尿などについ

て、実施するに当たつての重要なラJ(イ ント、実施に伴
うリスクや、 トラブルの予防″まつ対処法などυ)実際的

問題及び健康管理の実際的な諸問題について、知1識を

深める。

100名



A00200901

神奈川県立総合教育センター

平成22年度 研修講座シラバス

FilFl多 t7)lrllr‐ l 1指
'tilil多

コンセプト :専
llリ ブフ1旬 ト

1 研修講座名・目的

特りl支 援教育i惇‖l研修事業

医療ケア等担当教員養成研修講座

特別支援学校における|え療ケア等の
`Z、 要なりこ市・

Fjl解を深め、実習を通して医療ケア等の具体的な

Jlを |マ|り 11‐

生徒が、建Jで で安全な学校′
liilを 送れるように、請義により児市 ,生

itの

「 技についてlrび、医療ケア等の担当教ilと して./,要 な実践的1静導力の

"l

2 研修計画

日数 5 11

りこ方L日 ‖寺 会場

1 5/18(火 ) 9:00～ 16:30 亀り|りl庁舎

2‖ |'1 6/i(火 ) 9:00～ 16:30 亀井りl庁舎

3 ―/― (― )各 会場に 1る 所 外 ill[・ とヽ

`ヤ“

章1与 りこ力Lll

1 ( ) 各会J場 に 1る 所 外 11り i=心身

`章

害児施設

51J11 /(― )各 会場による リテクト

3 研修内容

オ■らい (身に付けたい資質・1旨導力等) 形lLI‐ ・時‖| |ノ 、容 言世凱i等

l

本研修グ)概 要と,「症′とヽ身F章 1年 児施設で行1)れ

る 1医療ケア等実習|に 対する心構え及び共

体的I手続きについて

'I解

する

オリエンテ

ーション

1‖寺「||

計義

1‖キrll lo′ )

1 0Fttσ )概 要と施設実習に向けて」

特別支援学校における1医療ケア等σ)実施に1月

する経辛|、 現状、1果 題について理解を深める.

1キ別支援教育i‖指導lJ」

1医療ケアキト」に関連する|え学的な基石t匈l識

についてFll解する

:轟義

3‖
lF111

1医療ケア等に係る医学的基礎知識」 社会福tL法 人三篠会重症心

身障害児施設ノレイエ川崎

施「1長 (医師),I,|1丈 Jlt

2

重度重複障害児′)1呼吸援助について、実習を

通して実践的な指導力を身につける。

i雄耗・演習

2‖・
lfri1 10ぅ

)

1重度重複障害児′)姿勢と呼吸」 トト会福 Lヽ法 人慈恵療古会重

症心身障害児IL設 ‖l模原療

台団理学療法士 樋|]滋 、

社会福莉L法 人三権会重猟1心

身障害児施設ソレイユ川崎

Jll学 療法士 鈴ブイ11k

「医療ケア等実習Jで学ぶ具体的な手技につ

いて、模擬的な演習を通してFll解する.

i青 義・演習

3時に|]

1吸 引・経管栄養の方法J 特卿lttli教育諜看護師長



3

ll症 心ルll i害 児:し 成での「経十T栄 ■の,:習 」、

「
吸引の,1習」、

「生活介助」′,it lイ ■により、

重!暫 :ittl・ riil∵児についてll」 1ギ し、レ:,1で ケア等

の安全な実:色に向けた実践的技能をルに付け

る

実習

各会りl:に k

る

「
医療ケア等実習」 実習先ILitl‖ :1

1

lili′い身障害児方[設での 1経 11栄 ■の実1マ 」、

「
吸り|′ )実 習J、

「11活弁助 iυ )実習等に 1り 、

11'変 Fi複障害児についてFll解 し、1医 療ケア竿

の安全な実施に向|ナた実PtttllK能 を身に付け

る

実習

各会
'1:に

1

ろ

「
|ズ療ク

‐
ア等実早∵」 実・ ll先 施設職lt

ti症′と、身障害児施設での i経 lI栄 養グ)実習」、

「
吸り|′ )実習 |、

111活介助 lσ )実習等に 1り 、

'l度
重複障害児について」ll解 し、医療ケア等

′)安 全な実施に向けた実践的技能を身に付け

る

実 lil

各会場に 1

ろ

「
|[療 ケア等実習J 実習先施:1職員

4 受講にあたって

・ll別 支援学校で医療ケアキトが必要な児11・ Jiィ′Lを 111当 する教llが 対象です

・実習{t、 嗜ソliと 身ヽlif害児施11で行いにす

。実‐l llに
際して、麻II等の1,t体 |うtrド 、研修中i古 メ:等ヴ)lr前提IHl午順が,/.要です

:実習先お 1び実習期日lt、 1月係機1用 とlllJ出 して決定 t′ Iす

。実十∵先重症′と、身障嘗児施設

こども医療センターili:心身障害児施設 (lJlι l「南区六ッ川2-138-1)

1上 会福祉法人三作会,lヵl心身障1年 児施111ソ レイユ川崎 (川崎市lililllκ 細|111203)

il会 11祉法人慈恵痛 Ftt fi症 ′とヽ身障1年 児施設‖1模‖1療イドlbll(‖ 1棋‖tlチ 若性ミl-21 1))

IF奈川11総合リハビリテーシ,,ン センターし沢療イドHl(μ「 べ1了 し沢516)

il:会編祉法人聖テレジア会喧li:心身障害児施設小さき花・
72‖1(夕‖fT市 腰越 1 2 1)

1圧 療法ノ、1石 能,こ台こどもクリニックケアハウス輝きσ)相 i`横浜 |'全 沢区能見台l11 8)

進路支援課

● (0466)Sl 1582



平成 22年度県立特別支援学校における医療的ケア担当教員研修会り‖‖:要項

教育振興部特別支援教育課

1 目 的 医療的ケアを担当する教員が、学校生活において医療的ケアを必要とする

児走生徒に対する基本的な力]識及び援助の方法を習得する。

2 対 象 医療的ケアを実施 している特別支援学校で今イ11度 初めて |え療的ケアを

打111し ている教諭及び養護教諭

※特別非常勤講llllli(看護mi)t)参 加

3  リサl  日   陶`,え 224「=8ナ121:|(ナ1)イ「 甫fi1 0‖寺から∠
|・ 後 4‖寺30分まで

8り13[1(火 )1・前 10‖寺からイ
|・ 後 41時 30う)ま で

4 会 場  りit立袖ケ浦特別支援学校

千葉 ||「緑区誉田‖
1‐ 1-45-1   電話 043-291-6922

6  そのイ也

・昼食、上履 きは各 自持参する。

・ 公共の交通機関を利用する1,

5 ti.t ',#

‖寺 |1月 内 容 iけ 師

８

月

２

Ｈ

　

　

月

9:15ヽ 受付

9i50～ |1程説り1等

10:00～ 12::30 <訂1義 >
。医療的ケアの基本的な考え方

～ 千葉県の現状と課題～

教育庁教育振興部4寺別支援教育課

指導 ヒ判千 ri木 隆一

13:3()～ 16:0() <FIれ出>
・健康観察

・障害りこの病1悲 4Lll:

・衛生管理

・泌尿器系障害への月応

千葉 リハビリテーションセンター

第
‐小児科部長 イ「リト 光 FI医 師

1(3100⌒-1(;::30 質疑

情報交換

8

月

3

IFI

火

9:15～ 受付

9:50～ 日程言サ[明 等

10:00～ 12:30 <講義>
・呼吸器障害への川ルと

独立行政法人国立病院機構下志津病院

小児科 石原 あゆみ医師

13::30～ 16:00 <言||1茂 >

・摂食障害への対応

千葉 リハビリテーションセンター

第一小児科部長 石井 光 f‐ 医師

16:00´～ 16::30 ・質疑

・情報交換




